
1

戦後東京の重度障害者政策 と

障害者権利運動に見る女性の役割(1)
一身体障害者療護施 設の設立経緯 を通 して一

岡 田 英己子

〔要 約 〕

都 の重度障害者政策 の転機 となる療護 施設の設立経緯 を通 して、 ケア(介

護)・ 援助 の当事者性 と専 門職性の相互補完性 を検討す る。具体 的 には救護施

設での 「永 久」介護拒否宣言 と、府中療育セ ンター 「闘争」 での二つの問題提

起か ら、女性障害者が主導す る障害者の権利運動論の形成過程 をみ る。 また 自

立 に向けた療護i施設での条件整備 と施設職員の1970年 代の 自己の職業像 の変化

を辿 りつつ、基礎構造改革 で見直 しを迫 られ る療護施設の限界 に も言及す る。

〔キ ー ワ0ド 〕

重度障害者政策 ・東京久留米園(清 瀬療護 園)・ 介護拒否宣言 ・府 中療育セ

ンター 「闘争」 ・多摩更生園(多 摩療護 園)

序 自立 を模索する女性障害者は どう生 きて きたのか

1.「 東 京 で 自立 生 活 をす る 障 害 を持 つ 女 性 の 生 き方 調 査 プ ロ ジ ェ

ク ト」 の 目的 と対 象

(1)目的

本稿は2001年1月 に立 ち上 げた 「東京で 自立生活 をす る障害 を持 つ女性 の生

き方調査プ ロジェク ト」(於:都 立大学 人文学部社会福祉学科 岡田研究室、以

下 プロジェク トと略す)の 第一報告である。戦後 日本 の障害者権利 運動 は、重

度障害者の、それ も女性の要求 をどの ように受け とめて きたのだろ うか。今年

度 と次年度の2年 間は、90年 代 に高揚 する重度身体障害者の 自立生活運動の源流
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に腐す るに もかかわ らず、自立生活セ ンター(CIL)の 論調 とは別の 自立の在 り方

を模 索 してい た東京 の重度 障害者運動 の調 査研 究 を行 う中で 、 「女性 障害者

の、女性障害者に よる」権利運動論 の端緒 を明 らかに してみ たい。

(2)対象

ここでは都の身体障害者療護施設4ヵ 所 に入所 していた、あるいは している

人で、特 に女性 に焦点 を当てて、その生活史 をインタビュー と資料 で辿 りなが

ら、自立志向 を持つ女性が、1960年 代末か ら70年 代前半にかけての障害者の権

利運動論 の形成 にいかなる役割 を果た し、かつ1980年 代の都 の重度障害者政策

にどの ような影響 を与 えたのかを考察 する(1)。

施設入所の経緯、施設での生活、 さらには退所か ら地域での 自立生活 に入 る

までの過程 で、差別や ため らいを どう克服 しなが ら自立 を意味づ けるのかを、

各 インタビューにおける共通の質問事項 に してい る。 さらに 「重い障害を持 つ

人の 自立 ・自己決定 とは何 か」 を考 えるため に、施 設 に残 る選択 を した女性

も、調査対 象者に含めている(2)。

なお本稿 は第一報告 であ り、取 り上げる時期 は、清瀬療護 園の前 身である東

京久留米園が設立 される1960年 前後か ら、 日野療護園が設立(1981年)さ れ る

80年 代初頭 までである。施設調査の中間報告は、2002年 の 日本社会事業大学社

会福祉学会の分科会 で、プロジェク ト ・メ ンバー と共 に行 う予定である。

2.「 東 京 で 自立 生 活 をす る 障 害 を持 つ 女 性 の 生 き方 調 査 プ ロ ジ ェ

ク ト」 の 課 題

(1)当 事者主体 の権利 運動 に見 る女性 障害者 の役割

プロジェク トでは、主に女性障害者への インタビュー を主軸 にする生活史調

査 を手 がか りに、重度 障害者 の権利運動論 と政 策が形成 され る背 景 を考察す

る。特 に1960年 代 半 ばか ら70年代半 ばの身体障害者施設 の当事者組織に よる運

動一 その代表的な事例が東京久留 米園の介護拒否宣言 と、府中療育セ ンター

の移転 をめ ぐる抗議行動一 が転機 とな り、そζで誕生す る都 の療護施設が、

「施設か ら地域へ」 と急旋回する 自立生活運動論 のたた き台 となっている点 を

明 らか にす る。具体 的 には、1970年 前後 に台頭す る障害者権利運動 をバネに、
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重い障害 を持つ女性達が、ケア(介 護)の 当事 者性 の意味 や専 門職主義 の弊害

を問いかけ、それが 自立への道 に繋がる フェ ミニズム ・エ ンパ ワーメン トの源

泉 になる経緯 を、生活 史を通 して検討す る,,

(2)重い障害 を持つ女性 の自立志 向の内容検討

他方、一 人で暮 らす 自立生活が代 え難 い体験 であることを認めつつ も、高齢

化や二次障害 による重度障害者 の生活困難 な状況 を鑑 み るな らば、ケア(介

護)の 当事 者性や生活者の主体性が発揮 され る場が、 「施設なのか、在宅 なの

か」 とい う設問自体が、難問 になって くる。そ こで 「自立 とはそ もそ も何 か」

を再考す るこ とも、プロジェク トの課題 になろ う。

その第一 の理由は、 自立 とい う状態の判定 は多義的であ り、地域での一人暮

ら しの実現 で もって自立生活者 と定義で きるのか とい う素朴 な疑 問があ るか ら

である。 自立か ら内面 的な自律 を特 化 させ て二項対立的 に捉 えようとす る傾向

も、市場原 理 に依拠す る経済的 自立 や、暮 らす場所 に左 右 され ない別 の価 値

観一 人権 思想 を掲げていて も漠然 とした価値の記述が社会福祉 ・障害児教育

関連の 日本 の著作 には多いのだが を、暗黙の うちに共有 しているか らであ

ろ う。 こう した理解 は、筆者 も含めてプロジェ ク ト ・メ ンバ ーが知的障害 ・精

神 障害分野 に軸足 を置いて きたことと も、関わっている。 ㌧

二番 目の理 由は、社会福祉基礎構造改 革 に よる 「措置 か ら契約 へ」 の転換

が、療護施設利用者 に も、地域で暮 らす選択 を した重度障害者 に も、少 なか ら

ぬ不安 を与 えているか らであ る。そ もそ も何 に よって、 自立 の到達度が測 れる

のであろうか。内面的 な自律 の度合い も、 日常生活の安全基地の選択 も、 ライ

フサ イクル と、各人の性格や体調 によって好 みが変化す る。施設 を個室化 し支

援 す る形 も、 自立 とみ な して よいので はないか。 も しも施 設暮 らしで あって

も、地域 での生活 と同様 の質が維持 で きるな らば、 「施 設での束縛か らの 自

由」 を求め る重度障害者の 自立生活運動 もまた変化せ ざるを得 ないであろう。

3.構 成 と手 順

本稿 は3章 構成である。1章 では、女性障害者が提起す る救護施設久留米園で

の 「永久」 介護拒否宣言や、府中療育セ ンターでの当事者 の抗議行動 が、都の
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重度障害者政策の転機であるとして、前 史 も含めた背景 を検討す る。次いで2章

で、いわゆる府中療育セ ンター 「闘争」の発端 となる多摩更生 園(現 多摩療護

園)へ の移転計画 をふ まえて、府中か らの障害者 を受け入れる療護施設 に焦点

を当て、そ こでの援助者一被援助者の対等 な関係形成 と、ケア(介 護)の 当事

者性 と専 門職性 とが模索 され る経緯 を概観する。3章 では女性 障害者の生活史を

通 して、障害者運動 ・フェ ミニズム ・エ ンパ ワーメン トの連携 が、新たな援助

方法 を開拓 する過程 を見 る。 さらに障害者運動団体 と 「福祉の美濃部」都政 の

障害福祉行 政 との相互補完性 の関係 に も言及 しつつ、療護施設での当事者主体

のケア(介 護)の 到達 点 と限界 を考察す る。

なお中間報告 とい う性格上、イニシ ァル と資料上の実名の使 い分けを した。

日野療護園を除 く各療 護施設 と府中療育セ ンターの年表 は基礎作業 を終えた段

階であるが、紙幅の関係 で重度身体障害者施設や運動論 の先駆例 となる東京久

留米園 ・清瀬療護園 の年表のみ を掲載す る。

1章 日本版 「新 しい社 会(福 祉)運 動 」 の始 ま り

東京 久留 米 園 と府 中療育 セ ンター

1970年 代(1972年 多 摩 更生 園 開設 、1976年 清 瀬療 護 園 開設)か ら80年 代 初 頭

(1981年 日野 療 護 園 開 設 、計 画 よ り2年 遅 れ る)に か けて 、都 の重 度 障害 者 政

策 は転 機 を迫 られ る。 その契 機 は、府 中か ら多摩 更 生 園へ の 移転 に反対 す る障

害 者 の抗 議 行動 が 激 化 し、都 庁前 にテ ン トを張 って1年9ヵ 月 も座 り込 む とい う

事態 にあ っ た と され る。 い わゆ る第 一 テ ン ト集 団 と され る この抗 議 の 中心 人 物

の2名 は、 女性 障害 者(K.N.とM.S.)で あ った。 しか も、同時 期 に関 わ る男性 障 害 胃

者達 の大半 が 、 そ の後 は私 生 活 を優先 す る傾 向が あ るの とは対 照 的 に、K.N,と

M.S.は 府 中療 育 セ ンター在所 生 有志 に よる 「闘争 」(以 後 、府 中 「闘争」 と略

記)が 終 結 した後 も、 地域 や施 設 で 自立 に向 け た運動 を リー ドし続 け る。

「福 祉 の美濃 部」 都 政 に少 なか らず 衝撃 を与 えた この府 中 「闘争」 の結 果 と

して、70年 代 半 ばか ら 日野 療 護園 の設 立準 備 が始 まる し、府 中 か らの障 害者 を

引 き受 ける療護 施設 第1号 の多摩 更生 園で は、 開所 当初 か ら 「施設 の民 主化」 が
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大 幅に容認 される。 自治会が施設運営か ら日常生活の取 り決め まで主導権 を握

り、ケア(介 護)職 員 と要介護者 との平等の関係形成が育 まれ る。

70年 代後 半か ら80年代初頭の時点で、重度身体障害者施設 においてニー ドの

個別性 ・多様性 が優先 され、 自治会要求 を受 けて職員がケア(介 護)の 当事者

性 を業務 の中心 に置 く動 きは、 ヨー ロッパ福祉 国家群 と比較 して も稀である。

欧米で も対人援助サー ビスで反専 門職主義が台頭す るのは、70年 代半 ばか らに

す ぎないか らであ る。では、社会近代 化が相対 的に遅れ ていた当時の 日本で、

なぜ こんなにも早 く、 「新 しい社会(福 祉)運 動」 の系譜 となる当事者主体の

権利運動論 が登場す るのであろ うか。 そこには前史 として、 日本 の障害者施設

では稀有 といえる、民主 的で親密 な人間関係 が息づ く施設 の存在があった。

1.1.救 護 施 設 東 京 久 留 米 園 の 介 護 拒 否 宣 言

ここで取 り上げる東京久留米園は、 自主管理モデルの障害者施設である。開

所は1960年 である とはいえ、前近代 か ら近代への移行期 に見 られる典型的 な家

族共同体型施設である。1960年 代 か ら70年 代前半の 「過激」 と見 な された障害

者運動 の リー ダー格が、頻繁 に連絡 ・協議 のために出入 りす る場所 で もあっ

た。やがて久留米園の法人によって、1976年 には清瀬療護園 も設立 され るが、

ともに重度 障害者の自立 に向けた運動拠点 になっている。以下、資料編の年表

を参照 しなが ら、正950年代 末の国立身体障害者更生相談所(1964年 改称 、国立

身体 障害者セ ンター)の 問題 と(3)、久留米園の介護拒否宣言の経 緯 に絞 って概

観 したい。

(i)東京 久留米園の設立経緯

久留米園の開所の動機は、1953年 に相模原か ら東京新宿戸山町へ移転す る国

立身体 障害者更生相談所での問題解決のためであった。 占領期福祉改革の産物

であ る身体 障害者福祉 法 は、福祉 三法 の中で もア メリカニ ズムの解釈が 目立

ち、職業的 自立 に努力する障害者像一 ヘ レン ・ケラーの来 日は この価値観 の

宣伝 に され る が優位 であ った。 しか し、同法 に基づ き職業 リハ ビ リテー

シ ョンを目標 に掲 げて、東洋一 と評 される陣容で開設 される国立 身体 障害者更

生相談所で整形外科手術 を受 け、機 能回復が見 られた場合で も、雇用先 は容易
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には見つか らなかった。入所期 間が過 ぎれば家 に戻 らざるをえない ものが大半

であった。良心的で はあって も、手術至上主義の医師が居 たこともあって、逆

に手術後 に期待通 りに身体 が動か ない事態 に失望す る人が続 出す る。

この まま家には戻れ ない、あるいは戻 りた くない身体 障害者の問題が、国立

身体 障害者更生相談所の入所者間で顕在化す る。 こうしてそこに勤務す る和 田

博夫医師や心理相談 に携わる田中豊が、救護i施設 として久留米園設立 に動 く。

当時 の身体障害者福祉法の施設種別で は原則 として在所期間が限 られてお り、

長期 の生活 の場 の確保 には、生活保護法 による救護施設 の方が適 していたか ら

であ る(4)。

施設内の6畳2室 に田中夫人を園長 にす る形で田中一家4名 が住み込み、軽度の

者 は介護職員 として、中重度の者は生活保護 を適用す る形で、国立身体障害者

更生相談所の退所者 に居住の場 が保証 されたのであ る。1960年12月 の開所 当

時、重度障害者 と軽度障害 の介護要 員 とを組合わせて同室に入所 させた。給与

体系 も、勤務時間 も定 かではな く、経営 は当初か ら赤字続 きであ り、厚生省職

員の田中豊 の給料 もつ ぎ込 まれた とい う。戦前 日本の民間施設の伝統 を継承す

るかのような 「貧 しい暮 らし」 を共有する家族共同体型施設であった。1962年

to月 に社会福祉法人、救護施設の認可 を受 ける。

(2)介護拒否宣言 の公開 と波紋

1971年9月 、ケア(介 護)の 質 をめ ぐる問題提起が出 された。ケ ア(介 護)

な くしては生 きていけ ない者が、ケア(介 護)の 質を問い正す ため に、女性障

害者が主力 になって4名 の女性介護職員(寮 母)に 対 して差別告発の抗議行動が

起 こる。当時の 自治会側の記録資料 に よれば、当初 は 「永久」介護拒否宣言 と

い う言葉が掲げ られていた。常時介護 を要す る障害者であるにもかかわ らず、

あ えて4名 の職員か らの介護 を 「永久」 に拒否するとい う、 「生命 を賭けた」抗

議 と記 されている(久 留米園園生 自治会,1971,35)。

介護拒否宣言は特定 の寮母への過激 な批判が特徴であった。特 に軽度身体障

害の初老の寮母 に対 して、罵る とい うのが ピッタリする ような文書が施設内で

公開 され る。寮母の立 ち入 りを拒否す る との宣言が出 された背後 には、施設 に

出入 りす るボラ ンテ ィアの支援があった。彼 らがケア(介 護)を 代 わ りにす る
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約 束 が 、事 前 に取 り交 わ され て い た。

当時 の救 護施 設 は 、 「喰 わせ て寝 かせ る施 設」 「福 祉 五 法 か らの落穂 拾 い」

「吹 き溜 ま り」 「人間 の ごみ箱 」 「オム ツ交 換 か ら職探 しまで」 と イメー ジ さ

れ てお り、 「生 か さず 、殺 さず 収容 してい る だ け」 の施 設 が大半 であ った。 そ

・ う した 中で 人 格尊 重 を掲 げ る久留 米 園 は、か な り評 価 され る存在 で あ った。 そ

れ だけ にケ ア(介 護)の 質 を鋭 く問 う介護拒 否宣 言 は 、 当時 の社 会福 祉 界 に波

紋 を投 げ か け る(5)。 そ の顛 末 は翌1972年10月 の雑 誌 『世界 』 で一 番 ヶ瀬 泰子 論

文(一 番 ヶ瀬,1972,46-48)や 、 高沢 武 司 『過 渡 期 の社 会 福 祉状 況 』(1973)が 紹

介 す る程 で 、新 進 気鋭 の研 究 者2名 が 注 目 を寄せ る だ けの 意味 を持 つ 出来 事 で

あ っ た。

介護拒 否 宣言 の標 的 とされ た4名 の寮母 は、施 設 内へ の立 ち入 りを禁止 した 園

生 自治会 の や り方 は労働 者 の権利侵 害 に当た る と して 、 日本 社 会 事業 職 員組 合

に訴 え る。 これ が さらに事 態 を混 乱 させ る(6)。 す で に久留 米 園 の職員 不足 は 、

1969年 に障害 者 を一時帰 宅 させ る との労 組 方針 に園生 自治会 が 異議 申 し立 て を

し、 テ レ ビが そ の 実 情 を 報 じて い た こ とで よ く知 られ て い た(久 留 米 園 年

表,p.2)。 介 護拒否 宣言 はあ る意 味で は、 この時 に沈静 化 した か に見 え た問題 の

再 燃 であ っ た(和 田,1993,129-133)。

しか し、 「一部 職 員 の介護 は永 久 に拒 否 す る」 とい う鮮 烈 な表 明 に もか か わ

らず 、 また メ デ ィア もか な り注 目 した に もか か わ らず 、事 態 は激 化 しなか っ

た。 何故 な の か。 そ の経緯 を一次 資 料 と 「久留 米 園 年表 」(本 稿p.43)を 参 照

しつ つ 、追 ってみ よ う。

(3)介護 拒 否 宣 言 の ケ ア(介 護)へ の問 い か け

園生 自治会 は まず寮 母 の出席 を求 め る団 交 を計画 す る。 そ こで 各 人が 出 した

抗 議 の事例 を列挙 してみ る と(久 留 米 園園生 自治 会,1972)、 ① 入浴 時 に 「の ろ

まだ」 とい って た たか れ る、 お風 呂 の カー テ ンをわ ざ と開 け る、② 外 に出 され

て 「もう帰 って来 な くて もい い よ」 とか 「お前 は外 へ 出 ろ お前 な んか寝 ない

で い ろ」 、 あ るい は 「まだい や」 とい って も寮 母が 「い い よ、 い い よ、お前 さ

ん は寝 ろ」 と無 理 に早 くか ら寝 かす 、③ トイ レで は 「また小 便 す るの か」 「ぬ

らす な、洗 うの は誰 だ」 「メ ンス を とめ ろ」 「で き ない こ とな ら早 く手 術 し
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な」、④尿瓶がた まっているのに知 らん顔 を して4回 も当直の時に通 り過 ぎる、

大便で オシメが汚れているのに気づ きなが らも数時間 も放置 し続 けた、⑤着替

えの時 に 「部屋 の戸 を閉めてほ しい」 と言 うと 「いい年 を して何 を恥ず か し

が っているんだ」 、⑥ 入院 している時に寮母が来て 「痛いだろう、罰が当たっ

たんだろ う、いい気味 だ」 「また同 じ事が起 きるだろう、面白い」⑥ 「民生保

護の世話 になってい る くせ に偉 そうなこ とを言 うな」⑦用事 を頼 む と 「お前 は

職員 を殺す きか」 、⑧ 私信 を無 断で人前で読み上げる、⑨組合関連 の署名を拒

否す ると 「お前 は自民党か」 、⑩年間行事の旅行前 に、 「嫌 いで顔 を見 るの も

いやだか ら園 に残 るな」 「トイレの介護 をす るのがいやだか ら旅行 に行 け」 と

言 われた等 、であった。

翌1972年1月 、4名 の寮母が話 し合い に応 じない ままに全員退職 するまで、園

生 自治会は上記の例 を素材 に抗議行動 を重ね る。1971年 か ら社会福祉施設整備

緊急5ヵ 年計画が開始 されていた し、身体障害者更生援護施設や精神薄弱者援護

施設 も増加 しつつある段 階ではあったが、なお救護施 設は行 き場 のない各種障

害者の 「溜 ま り場」 になっていた。軽度障害者 を重度障害者 と同室に し、ケア

(介護)を させ る代 わ りに、軽度 の人の雇用先が確保 され るという勤務体系 に

慣れ きった寮母が 、親密 さの余 り配慮 を欠 くケア(介 護)を したこ と自体が、

施設整備緊急5ヵ 年計 画が始動する前段階での、 日常茶飯事 といえる救護施設で

の出来事 であった。

それだけにこの間の記録の行 間には、双方の人間関係 に基づ く馴れ合いが読

み取れ る し、 日本的 な甘 えの構造 も随所 に散見 される。 そこは人々が肩 を寄せ

合って暮 ら し、抗議 する側 にも棲 家 と感 じさせ る家族共 同体 型施設であった。

公務員 として新規採 用 された職員が勤務 し、異動 の多い府 中療育セ ンターには

ない、親密 な人間関係が息づいていた。

前述 した ように介護拒否宣言の背後には、ボラ ンテ ィアで入る新左翼系の学

生 の扇動 の跡 が伺 える。寮母代 わ りに入 る との事前協議 の上 で4名 を拒絶 し

(久留米 園園生 自治会,1972,46-49>、 追求の矢面 に立 た され たのが、赤旗の 日

曜版 の購読 を薦めた初老 のA寮 母 であったか らである。 この政治的意図 を知 る

他の入居者の反応 は、様 々である。生活保護ス レス レの生活 を強い られた軽度
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身体 障害者 の女性 、それ も中高年女性 が団交 の席で陳謝す る ことを要求 され

る。攻撃する側 も女性 であ った。宣言直後 に開かれた全員会の席 で、 日社職組

東京支部 と共産党 を標的 に して4名 の寮母 を攻撃す る女性障害者たちに、受 身的

に関わっていたに違いない男性 障害者 は、思 わず 「B寮母 さんが具合が悪いの

に、まだつる しあげるのか」 と発言 している(同 上,ll)。 また若い男性が 「寮

母 さんにはいい所 もある」 とポロリともらせば、たち まち女性障害者 から睨 ま

れた。 園内では介護拒否 を冷静に見ている人 もいる。女性 同士の対立 を面倒 く

さく感 じる男性が結構 いたか らであろ う。職 員側 も、障害者側 もであ る。 これ

もまた家族共同体型施設の親密 な、馴れ合いの人間関係が もた らす反応 であ っ

た。

むろん1970年 代初頭 の障害者施設 は どこで もケア(介 護)の 専 門職性では難

点 を持つが、 しか し救護施設久留米園の ような職員採用 は していない。 とはい

え、似 たような施設内虐待が多発 していたはず の精神薄弱者施設職員の介護拒

否宣言への反応 は、 「こんなことは日常 茶飯事 だ」 と無関心派が多か った(7)。

彼 らの給与 は久留米園のような低額 ではないに もかかわ らず、で ある。 それだ

けに当事者主体 を掲げるケア(介 護)の 関係形成 の端緒 として、介護拒否宣 言

には、やは り注 目すべ き点 が多 々ある。た とえ、次節 で述べ るよ うに狭い施 設

の中での 「女性 の、女性 による」二重の差別構造が、介護拒否宣 言の問いかけ

を歪めて しまい、結果的 に曖昧 な形で事態が終息 に向かうと して も、である。

1.2.介 護 拒 否 宣 言 の 背 景 と事 態 の 終 息

久留米園内の介護拒否宣言への反応 は、外部 の運動論や研究者 の問題意識 と

は、少 しズ レがあった。以下 に、この間の背景 を探 ってみ よう。

(1)対話がで きた施設

敗戦後の 日本では傷痩軍人 をイメー ジす る身体障害者観が蔓延 しやす く、男

性主導 の組織が先行する。救護施 設である久留米園で も、この従来型の障害者

像が横行 してお り、 しか も 「裏長屋」 のような雰囲気 も併せ持 っていた。 この

前近代 と近代 の狭 間の ような生活環境の中で、ケアの担 い手である軽度 の障害

を持つ女性 も、受 け手の女性 も生 きていた。貧困問題 は久 しく民間施設問題 と
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一体 化 して い た。 それ だ け に 「貧 しい なが ら も楽 しい我 が 家」 的 な家族 共 同体

の福祉 思想 が 久留 米 園 に息 づ い てい る。

1968年10月 に府 中療 育 セ ン ター に入所 す るK.N.は 、 そ の前 に授 産施 設 町 田荘

に2年3ヵ 月い た(日 本社 会 臨床 学 会,62-64)。 身 の 回 りの こ とが で きず 、世 話

が か か る との理 由で 府 中 に移 され た彼 女 は、近代 化 され た施 設 で私 物 の持 込 を

一 切拒 否 され 、初 日か ら施 設 の 下着 と寝 巻 きに着 替 え させ られ る・3日 目に は

「裸 に され つ れ てい かれ 、 目の前 に海水 パ ンツー つの男 性 が 立 って い た。 び っ

く りして声 もで ない …」 とい う経 験 をす る。彼 女 は 入浴 を拒 否 し続 ける ように

なるが 、 「わが ままだ。 い れ て くれ る だけで もあ りが たい と思 わ な けれ ばい け

ない 。ぜ い た くだ」 と批 判 され る(三 井 絹 子,4)。 学 校 に行 けず 、 町 田荘 入所

以前 は大 家族 に囲 まれ て暮 ら してい た彼 女 には、規律 化 の権化 の よ うな府 中の

施 設生 活 は馴 染 め なか った。 起床 か ら就 寝 まで の小 刻 み な時 間厳 守 の 日課が ま

か り通 る 「異 質」 な世 界 に、突 然 投 げ込 まれ たか らで あ る。

1969年1月4日 に 「久留 米 園 を見学 。 セ ン ターが どう しもい や なので ・友 だ ち

に頼 んで つ れて い って も らった。 た て もの は、 まあ まあ。 園長先 生 は、 わた く

しの話 を よ く聞 いて くれ た 。 な にか気 が 楽 に な った。 セ ンターか ら較べ る と、

久留 米 園 は、天 国の よ うに感 じた。 しか し… な にか … な にか を感 じる。 あ そ こ

に はい っ た ら、 お しまいみ た い な…何 かが死 んで しまう ような。 で も、 それ で

も、 い い か ら、 わ た く しは 、 はい りた い と思 った」(同 上,6)と 、綴 って い

る。K.N.は 家 族 共同体 型 施 設 の 良 さ一 親和 性 と馴 れ親 しみ とい う前 近代 的 な

人 間 関係一 を、 そ こで の 「優 しさ」 が感 情対 立 を も吸 収 して しまう機 能 を、

直 感 的 に拒 否 した。 「何 か が死 んで し ま う」 不 安 と、 「そ れ で も、 はい りた

い」 とい うジ レ ンマ 。K.N.は まだ23歳 だ った 。

久留 米 園 は近代 的 な勤 務 体系 や専 門職 性 とは無縁 であ った。 前 近代 的で 、親

和 性 の高 い人 間関係 が 息づ いて い た。① 劣 悪 な勤務 条 件 、② 寮 母 ・介護 職員 の

大 半 が 素 人、③ 家族 共 同体 的 な運 営 管理 、④ 馴 れ合 い に近い援 助 者一 被援 助 者

の関係 に よって、運 動論 が得 意 とす る権 力 者像 をつ く り、 それ を攻 撃す る 「闘

争 」 モ デル は成 立 しに くか っ た。 園創 設時 か ら苦 楽 を共 にす る職 員 ・園生 が い

た こ とで 、青 い芝 の会 会 員 や 「過 激 学 生」 と目 され るボ ラ ンテ ィアが始 終 出入
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り して い た に もかか わ らず 、府 中 「闘争 」 時 で も内部混 乱 は なか った。 こ う し

て介 護 拒 否 宣 言 はそ の ラデ ィカ ル さ に もか か わ らず 、曖 昧 な形 で収 束 して い

く。

(2)久 留 米 園 で の事 態 の終息 女性 障害 者 へ の 二重 の差 別 構造?

しか し、 介 護拒 否宣 言 が抱 え込 む階層 化 され た差 別構 造 と して 、女性 介 護 職

員 へ の 同性 に よる容赦 な き批 判 は看 過rき ない。 介 護拒 否 宣言 で は女性 ばか り

が なぜ 目立 つ の か 、 で あ る。 久 留 米 園の 介 護 職 員 は女 性 が 圧 倒 的 多 数 を 占 め

る。学 歴 も、専 門的技 能 もな く、職 を転 々 と し、 中年 に なっ てや っ と見 出 した

居場 所 が 、 久留 米 園で あ った。 抗議 対 象 に された寮 母4名 は、1名 が創 設期 か ら

居 る軽 度 障 害 者 で あ り、2名 は 障 害 者 の 兄 弟 を持 つ(久 留 米 園 園 生 自 治

会,1972,9,21)。 戦 前 日本 の貧 しさをそ の ま ま継承 したか の よ うな暮 ら し、低賃

金 ・長 時 間 労働 、 これが寮 母 の常 態 で あ った 。 そ れ だけ に、狭 い 施設 の中 で 、

底辺 に置 か れ た女性(援 助 者)と 女性(被 援 助 者)の 感 情 的 な対 立 が特 化 して

い く。

おお むね男性 の 、 それ も園 内 の采 配 に力 を振 る う者 ほ ど、介 護拒 否 宣言 に は

冷静 で あ っ た とい う。清 瀬療 護 園 開所 直前 、1976年 に久 留 米 園 に入所 す る女性

障害 者 の発 言 か ら、介護 拒否 宣 言 の曖 昧 な終 息 の理 由が 見 え て くる。 久留 米 園

で は 、 職 員 不 足 か ら軽 度 障 害 者 が 日常 の ケ ア(介 護)に 使 わ れ やす か った 。

「それ に よって ス トレスが た まる。 それ で また体 に痛 み が きて しま う、 とい う

こ とは 日常 茶飯 事 で す。 そ うす る と… 同 じ障 害者 な んだ とい う連 帯感 とか って

い うこ とが 、 もう、お互 いが ぶ つ か って い く材料 に しか な らない。 …生 活 空 間

が個 々 に、 本 当 に確 立 され てい か ない と、 きれ い ご とで済 まない面が あ る。 こ

れ は女性 の場 合 、 と くに。女 って い うの は シ ビアで ね 、 ほ ん とに もう…」(一

番 ヶ瀬他,嚢988,42)。 「一 番恐 い の は 、管 理 してい るつ も りは ない ん です よ。

職 員 の方 は 。管 理 してい る とか 、い じめ てい る とか と言 う気 持 ちは さ ら さらな

い けれ ど、結 果 的 にそ うな って い る こ とが や は り恐 い な と。 …対応 す る障害 者

の姿勢 も問 われ る。 い ざ とい う と きに、職 員 にお んぶ だ っ こ とい う精神 構 造 を

まだ まだ もっ てい ます か ら。居 室 も他 の人 と一 緒 … そ うい う環境 は、個 人 の思

考 、 自立志 向 に とってはマ イナ ス にな る。 人 間 と しての尊 厳 さえ も、 自 ら失 っ
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てい って しまうとい うか。そ して もの言 う園長 と、 もの言わぬ園生がで きあが

る」(一 番 ヶ瀬他,1988,57-58>。

こうして介護拒否宣言 は 「ケア(介 護)と は何か」 に鋭 く迫 る抗議であった

に もかかわ らず、比較的短期 で園内は平穏 になる。 もともと久留米園では青い

芝の会 の寺田純一(1968年 退所)等 が活動 してお り、個人 レベルでのケア(介

護)へ の異議 申 し立ては以前か らあった し、直後の美濃部都政が措置費を上乗

せ して、救 護施設 職員の労働 条件 ・給与が大幅 に改善 され るとの期待 もあっ

た。 しか も献身的な園長一家の暮 らしを身近に知 る者 ほ ど、施設 に直 に批判 を

向けることはない。つ ま り介護拒否宣言 とい う形 の抗議行動の終息に向か う経

緯か ら、(8)逆説的で はあるが、前近代性 の残存 と男性優位 の家族共同体型施設

の長短所 が リアル に見 えて くる。

一方
、府 中では、今か ら見れ ば当然の こ とと思われ るケア(介 護)の 要求

が、やがて都庁前 に1年9ヵ 月 も座 り込 む とい う 「闘争」 にまで暴走 してい く。

そ して ここでの異議 申 し立てによって、都は重度障害者政策 の抜本的見直 しを

迫 られ、新設 される療護施設に当事者の声 を反映 させる施策 をとる。それまで

の障害者施設 と比較 するな らば、 目を見張 るような施設構想 が提 起 され る。次

章では、この新 しい施設の設立経緯 を追 ってみ よう。

2章 府中療育センターか ら多摩更生園への移転 と療護施

設改革

2.1.府 中 療 育 セ ン タ ー で は な ぜ ケ ア(介 護)の 質 が 問 題 と な る

の か

(1)府 中療 育 セ ンター の専 門 職性 と障 害者 像

府 中 「闘争」 の前 史 と して 、K.Nの 入所 時 か らの 個 人 的 な抗議 とそれ に触 発

され るM.S.の 自己像 の変 化 を、 まず挙 げ ね ばな る まい(9)。 また1970年11月27日

のハ ンス トも異議 申 し立 ての発端 にな る。12月1日 付 けで 、障害 者 に 「よい援助

者」 と評価 され て い た職 員が 突然 、異 動 にな る こ とへ の抗 議 で あ り、 「被 介護

者 に とっ て介護 者 との人 間 関係 は決定 的 な意 味 を持 つ。 『障害 者』 に とって 当
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然の権利であ る"介護人の選定 権'を セ ンター管理当局 は勤務異動 とい う形態 を

とって踏み に じりつづ けていた ことに対 す る」 ものであ った(府 中療育 セ ン

ター在所生有志 グループ ・支援 グルー プ,96)。 これが 「福祉 の美濃部」 の 目玉

とされた府 中での 「闘争」方式 の運動 の実質的 な幕 開け になる(10)。

1960年 代 半ば障害者施設 の施策 は、前近代性 を払拭 し、施設近代化へ と適進

していた。専 門職性 を発揮 で きる条件す らない旧 タイプの施設が一掃 され始

め、障害種別 に専 門分化 した施設への移行が本格化す る時期 に、重度身体障害

者 ・重度精神薄弱児者 ・重症心 身障害児 を一括 して入所 させ るモデル施設、府

中療 育セ ンターが誕生する。2対3と い う 「恵 まれた」職員配置や冷暖房完備 の

施設、整 った職員宿舎 などが、近隣の施設 ・病院職員の引 き抜 きを可能に し、

P.T.と0.T.に よる リハ ビリテー シ ョンも日課 に組み込 まれる。 しか も、そこは'

美濃部知事 の医療 関係の最高顧 問であ り、東京大学脳病理学の専 門家が初代 所

長 に就任 した。彼 らは府 中に重度 ・重複の心 身障害学研究 の中枢機関 を期待 し

(11)、生活 よ りも治療 を最優先す る(和 田,1993,191)。

これ に対 して府中の入所者は、それ までは前近代的 な、 しか しそれだけに親

密 な人間関係 が持てた家族共同体型施設一 非専門職性 の故 に不満が逆 に出に

くい一 にい た り、あ るい は就学猶予 されて家庭 に閉 じこ もっていた世代 で

あ った。

1960年 代 、東京への一極 集中が加速 し、都市化 と核家族化が進行す る中で重

度障害者 と家族は、ケース ワーカーが提案す る新設の府 中療育セ ンターへの入

所手続 きを、ある者 は喜 んで、ある者 は仕方 な く同意す る。お しなべ て親亡 き

後の不安 と、同居す る兄弟姉妹への遠慮か らであった。戦前 ならば大家族が面

倒 を見 ていた それだけに障害者問題 にはな らない一 彼 らが 、初めて可視

的な存在 と して 「社会の問題」 に浮上す る。

本調査 の対 象者で戦前生 まれの障害者 は、就学猶予 ・免除 されていて も、兄

弟姉妹の数が多 く、近隣の子供集団が社会化の場 になっている。むろん彼女達

が思春期 に入 る1960年 ごろか ら状況 は変 化 し始め、下町的な 「お世話好 き」 の

人間関係 の機会が減 り、 ひっそ りと家 に籠 って暮 らす例 も増 えて くる。府中へ

の入所 はあ きらめの果 ての選択ではあるが、そ こで初めて リハ ビリを受 け体調
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が 良 くな る者 も出て くる。栄 養 ・医 療 管理 は府 中 は行 き届 い てい た し、 日課 に

よ り規 則 正 しい生 活 リズ ム もで きるか らで あ る(12)。 在 宅 で放 置 されが ちな生

活 や、 素 人 の親 に よる家族 介 護 で は 、栄養 管理 も ままな らなか っ た。今 回 の生

活史調 査 で も、在 宅 か ら多摩 更生 園 に入 っ た女 性 も含 め て 、施 設 入所 で体 力 を

回復 してい る事 例 が 多 か った 。

つ ま り総 合 的 に判 断 して も、府 中療 育 セ ン ターや 、 ま してや 多摩 更生 園へ の

入所 は、悪 い選 択 で は なか った。 に もか かわ らず 、 多摩 更生 園へ の移転 阻止 に

発 す る ケア(介 護)の 要 求が エ ス カ レー トす る の は、府 中が 、前 近代 的 な家族

共 同体 的 な人 間関係 しか知 らない障 害 者 に とって、余 りに医療 管 理 的 な非 日常

的 な世 界 で あ っ たか らであ る。

(2)前 近 代 と近代 の狭 間 で起 こる女 性 に よ るケ ア(介 護)へ の抗 議

久留 米 園の介 護拒 否 宣言 と、府 中療 育 セ ンターで の女性 が抗 議 す るケア(介

護)の 問題 には 、共通 点が 多 い。 府 中 に入所 した女性 は 、 前近代 と近 代 の狭 間

に放置 されて きた存 在 で あ った。 そ れ が高度 経 済 成長期 のパ イの分 け前が都 の

重 度 障害 者 政策 に及 ぶ段 階 で 、一足 飛 び に最先 端 の医療 現場 に投 げ込 まれ た。

やが て府 中 「闘争」 の 中心 人物 とな る2名 の女性 、K.N.とM.S.は 、お ずおず と、

しか し徐 々 に力 強 く語 り始 め る。 こ こで は入所 当時 の1969年 のK.N.の 日誌 を紹

介 しよ う。

「4月1看護助手 が話 して い る。 『結 婚 す るん だ って よ。 …へ え、ふ ざけ てい

る よ。寝 っ た き りで何 に もで きない くせ に… な んの つ も りで 、 い って いる んだ

ろ う…』 わ た く した ちの い る 目の前 で話 して い る。 まるであ てつ け る ように。

こ うい う人 た ちがせ わ して くれ てい る とい うこ とは 、本 当 に情 け ない。 やは り

金 が め あ て なのか …。 『障 害者 』 はふ つ うの気 もちを抱 いて はい けない とい う

のか。 … 『障 害 者』 だ って人 間 なん だ。 そ うい う気持 ちを もつ の が 当然の こ と

だ ろ う」(三 井 絹 子,7)

「9月23日:く や しい。 ほん とうに くや しい。 この世 で 一番ふ けつ な もの をい

じる よ うな顔 、態度 を とる。 同 じ人 間 なの に、せ わ され る者 とす る者 となぜ こ

ん な に違 うの。 手 を洗 い なが ら二 人 は 『きたな い(私 の生 理 の始 末 を した後 の

こ とK.N.傍 注)。 い や 一ね。 まった く、 ど こかへ 行 こ うか…つ ら くない とこ
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ろ は税 金 が 高 い し、安 い と思 えば こ ん な変 な…』 とは な して い た。 まる き り、

金 だ けが 目当 て だ。 こ うい う人た ち に世 話 して も らって い るん だか ら、 わた く

しはつ らい。 つ い涙 をお と して しまっ た。 こん なこ と、 い ちい ち母 にはい えな

い。 知 らない 。知 らな くて い い んだ。 わた くし さえ、 が まんす れ ばい い んだ か

ら…。 お 昼 の と きも、 くい か たが遅 い と もん くをい われ 、 はんぶ ん に されて し

まった」(同 上,S-9)

「わ た しは せ んた 一へ きて お ん な とい う もの をつ よ く か ん じた。 お

ん なで あ る か な しみ を しらされ た。 わ た く しだ けで はな い。せ い りど き

いっ も い わ れ るの は 『な んで こ んな か らだ なの に せ い りが あ る ん

だ ろ う。せ わ が や け る こ と もって きて よけい てが か か る・ とって し

ま えば い い ん だ よ。 ほ ん に ん も そ うい う き もち に な ら ない の か し

ら。 そ う した ら ほ ん にんだ って きが ら くだ し こっ ちだ っ て…』 し ょう

が い しゃの じょせ い に せ い りが あ るのが ふ しぎに お もわれ た。 わ た

し も い ち じ なや ん で まい つ きの こ とだ し い われ る のが つ ら くて

い っ そ うの こ と とって しまお うか と お もっ た こ と も あ っ た・ しか し

とった とい う じょせ い は き くとこ ろに よる と こ うかい してい る とい

う」(同 上,9)。

当時 、重 度 障 害者 の生 活 を教 えて くれ る教 科書 は皆無 に近 く、職 員が経 験 で

蓄積 した重 度 障 害者 との コ ミュニ ケ ー シ ョ ン法 を、新 米職 員 に伝 え る方 法 も体

系 だ った もの は なか っ た(13)。 加 えて府 中で は、 当時 の 医療 現場 特 有 の看 護 婦

中心 の 階層 化 され たパ ワー構 造 が温 存 され、 障害 種 別 に分類 され た各 階 に配 属

され た婦 長 が 、 日常 業務 で は大 きな権 限 を持 って い た。 管 理職 は戦前 の東 京大

学医 学 部 を卒 業 した世代 が 占め 、 しか も太平 洋 戦争 中 に軍 医 ・軍 医候 補 生 と し

て の 入 隊経 験 を持 つ者 もい た。婦 長 クラ スの 人 ほ ど医 師 や衛 生局 の意 向 には従

順 で あ った。彼 らの受 けた医 学 や看 護学 の教 育 は、 軍隊 式 の規律 化 され た訓 練

を含 む もの で あ り、 患 者 や 障 害 者 と対 等 の 関係 を築 く とい う発 想 を欠 い て い

た。

言 語 障害 の あ る上記 のK.N.の 批 判 を静聴 す る姿勢 は な く、 「入所 させ てや っ

た、 あ りが た く思 え」 の対 応 が 日常 業務 を支 配 して い た。 「生活 者 の立場 で ケ
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ア(介 護)に 抗議す る」重度障害者像 は、 ましてや女性 障害者が それを先導す

るとい う事態 は、彼 らの理解 を超 えていた。

2.2.療 護 施 設 改 革 と当 事 者 主 体 の ケ ア(介 護)一 開 所 か ら外

出 の 自由 化 ま で

転換 を迫 られた都 の重度障害者政策は、いわゆる府中組みが大量入居する多

摩更生園での、 さらに引 き続いて開設 される清瀬 ・日野療護園での、施設運営

方針 に大幅 に譲歩 してい く。

(1)多摩更生 園開所前後 の状況

多摩更生園の内部改革 も、清瀬療護園(1976年 設立)や 日野療護園(1981年

設立)で も、対等で民主的な援助者一被援助者の関係形成が保証 され、障害者

が施設運営や 日常業務 の有 り様 に関与 で きる組 織が確 立す るのは、府中 「闘

争」 の衝撃 な くしてはあ りえなかった。伝統的 な施設観 や障害者観 を払拭 し、

施設内での対等 な関係 に基づ くケア(介 護)を 最初 に実施するのは、多摩更生

園であ った。府 中 「闘争」 の序盤戦 の終結 は、府中組みの大量送致 と連動す る

だけに、多摩更生園の開所準備 に当たる職員は、ケア(介 護)の 質をどう高め

るか を最重要課題 と見 な した。

多摩更生園が6月 か らの入所者受 け入れ準備 を進 めていた1972年4月 、府中療

育セ ンターの有志 グループを率 いてM.S.は 車椅子で 、カーテ ン ・トイレ ・風

呂 ・段差 ・床 の材 質 ・ベ ッ ト ・戸棚 などを丹念 に調査 してい る(志 野,1972b,1-

6)。 特 に身体障害者福祉法 による重度更生援護施設の 「訓練、生活指導 によっ

て障害者 の残存能力 を開発 し、社会復帰 の可能性 を見 い出すこ とを目的」が、

多摩更生 園の目的や課題 と相反することを指摘 する(志 野,1972,7-8)。

当時、職員 として採用 され開設準備 を進めていたEM.(女 性)ら は、この種

の批判 を受 けとめなが ら、やがて日野療護施設の先駆例 となる施設改革 を実践

してい く。

多摩更生園では起床 、着脱、食事、散歩な どの一連のケア(介 護i)が 、共有

されるニーズ として自治会 に集約 され、職員 と協議 される。開設当初か ら民主

的 な手続 きが療護施 設 で保証 されたのは、府 中 「闘争」 な くしてはあ りえな
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い。 自治会 を盾 に職員 も一緒 になって、当初 の100名 を半数 の50名 入居で打 ち

切 る 職員配置はその ままに して との要求 に都 も譲歩す る(多 摩更生 園

園生 自治会,1994,3b-37)。 小規模療護施設に近 い基本方針が確保 され る1970年

代半ばか らは、地域 に出る外 出支援 に も力を注 ぐ。 「ス トレッチ ャーで外 出す

る」重度 身体 障害者の存在感 は、周辺 の京王線駅 のバ リアフ リーを促 してい

く。同時期 に欧米で も障害者の 自立生活やセル フヘルプ運動 が台頭す るが、外

出や通学 の 自己決定 を支援する ことで、施設生活 を しなが ら障害者が、交通 ア

クセスを改 善 してい く例 は珍 しい。

こう して権利 運動論 が提 起す る専 門職性 と当事 者性 との緊張関係が起点 に

なって、重度障害者政策 を半ば強引 に都 の福祉行政 に認識 させ なが ら、多摩更

生園、清瀬療 護園、 さらに日野療護 園へ と継 承 され る施設改革が進 む。

(2)1980年 代 以降の療護施設 ノーマ ラーゼー シ ョン化 された施設の限界?

措 置枠 を壊す とい う手法が通るの も、府 中 「闘争」 の影響であった。多摩更

生園での自治会 を盾 にす る職員の労働条件 の向上 は、1970年 代後半 に日野療護

園の設立準備 を進めるために府 中にいたM.S.や その支援 者達 の戦略 として も受

け入れ られ た。

日野療護 園の個室化 とハ ーフメイ ド化 は、当事者が主役 の施設づ くりの象徴

といえる。 しか し、自由な生活空間や対等 なケア(介 護)が 保証 されるにつれ

て、居心地の良 さに埋没す る人 も増 える。 とりわけ個室 化を真 っ先 に実現 した

日野療護園で、急速 に自治会活動が停滞す るのは皮肉 な現象であった。施設の

ノーマ ライゼー ション化 とは、結局の ところ都市化 された地域社会の価値が侵

入す ることを意味する。多摩近郊の新興団地 の生活様式 と同 じく、 自由な空 間

と時間が増 えれ ば、通常 は私生活 に傾斜す る。

「施設は大切だ」 と考えて、府中 「闘争」 の当初の 目的 を堅持 して、K.N.が

退所 した後 も府 中療育 セ ンター に踏み とどま り、 日野療 護 園建設 に尽 力す る

M.S.は 、 しか し結局足掛 け8年 しか 「理想 の施設」 にはいなかった。退所理由

は、 自治会書 記長 として施設改革 を進め ようと して、限界 に気づ くか らであ

る。施設 とい う集団生活の場で、 「それは私 には関係 がない」症候群 の様相が

現れる。適切 な規模の個室が持 て、入浴や食事サ ービス も通常の生活 レベルに
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近づ き、電 動 車椅 子 で いつ で も外 出が で き、面 会 や集 会 も自由 とな る と、大 半

が 運動 エ ネルギ ー を喪 失 す る。

「快 適 で 受 身的 な」 生活 が将来 を見 通 す 能力 を奪 うこ と、 「理 想 の施 設」 が

理 想 の場 で ない と気 づ く時 。 他 者 を見 て い て 「生 きた ま ま死 ん で い く」 不 安

が 、 閉塞 的 な環 境 か らの 脱 出へ とM.S.を 誘 った の で あ ろ う。 同 様 の理 由

「何 も積極 的 に しな くな る、ぬ る ま湯 的 な施 設 の 日常 生活 」 を、長 く清瀬

療 護 園 に住 み なが ら、初 老 で 退 所 し、 一 人暮 ら しの 自立 生 活 を選 ぶK.Y。(男

性)も 挙 げ て い る(14)。

不 確 か な人生 に確 か なる もの を与 え るの は 、人 間 と して の能力 ・知識 ・知 恵

の発揮 で は なか ろ うか。 そ れは さ さや かで あ って も、意外 性 に満 ちた 人生 の発

見一M.S.の 場 合 は 「お ちか わ屋」 とい う障害 者 の手 に よ る食料 品店 の経営 へ

の参 加 で あ り、公 団 アパ ー トに引 っ越 してか らは ガー デ ィニ ングで あ る一 と

結 び付 い て い る。 日常 の居場 所 で発 揮 され る好 奇心 か ら、 自分 の暮 ら しの世 界.

が拡 が り、社 会 とい う網 の 目で繋 が る他 者 との共 同性 が初 めて実 感 で きる。繰

り返 し繰 り返 し、 自己の 「生 きる力」 「語 る力 」 を、意 志 で創 出 して きたで あ

ろ うM.S.。 そ して なお も、 「施 設 の必 要性」 を語 るM.S.。 自立す る生 活 が素 朴

に表 出 され た事 例 が 、 こ こにあ る と筆 者 は 考 える。

府 中 「闘争」 と 自治会 活動 の結果 、施 設近 代 化 の最終 段 階 であ る ノーマ ラ イ

ゼ ー シ ョン化 され た施設 空 間 が保証 され るや、 とた ん に 自治 会活 動 が低迷 す る

とい う矛 盾。 施 設近 代 化が 最終 段 階 で抱 え込 む この難 問一 自由 ・平等 の 人権

思 想 と人格 の尊 重 を施 設 内 で進 め なが ら、 自立 す る、 あ るい は運 動 す るエ ネル

ギ ー をい か に して 育 むの か一 か ら、 「理 想 の施 設」 の限 界 が見 えて くる。

2.3.ケ ア(介 護)に 関 す る久 留 米 園 と府 中療 育 セ ン ター との 対

応 の 違 い

府 中 「闘争」 と久留米園で、各当事者が抗議 したのは介護(ケ ア)の 質に関

してであった。 しか し、その対応 ぶ りと解決策は大 きく異なる。

府中では学生が中心の支援団体 と一緒 に、1972年9月17日 に 日本社会事業大

学(原 宿〉で決起集会 を開 き、翌18日 か ら都庁前でテ ン トを張 り・抗議行動 の
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拡大 を 目ざす。5ヵ 月 目の1973年2月 に、久留米園で青 い芝の会 などの障害者団

体が話 し合 いを持ち、テン トでの座 り込みの是非が議論 されてい る。 しか し、

府中 「闘争」 グループが久留米 園で さらなる参加者 を募 る ものの、協力 を得 る

には至 らなかった。介護拒否宣言の背後 にいた支援者集団の 「政 治性」 を体 験

していただけに、久留米園では覚めた見方 もあ った とい う。 しか も、田中豊 も

寿美子 園長 も、 この種 の集会 を管理者 として取 り締 まるこ とはなかった。 この

自由な空間 の確保 と、本音 での対話が可能な人間関係 こそが、感情対立 を和 ら

げ、 「闘争」 に傾斜 す る事態 を修復 していた。

むろん久留 米園の 自治会報 には府 中 「闘争」 との連帯が記 されているが、都

庁前 のテ ン トに座 り込 む集 団を支援 するこ とはない し、府中 「闘争」 と数年前

の介護拒否宣言 との運動 要求の類似性 を積極的 に語 る者 も出なか った。相変 わ

らず 「つつ ま しい暮 らし」ではあったが、裏長屋的な気楽 さで施設長や職員 と

の付 き合い がで きる久留 米園では、府中療 育セ ンターの ような施設 内でのパ

ワー構造は実感 されに くか った。

また当時 は施設近代 化が進行 中であ り、青 い芝の会 リーダーの横塚 晃一 自身

が大阪支部 との確執 に苦慮 していた ように(15)、いずれの立場であれ リー ダー

格の人 々が 、福祉関連組織 の 「民主的な」維持やそ こでの人々の生活保障 に苦

悩 を深めてい く時期であった。生存権保障の理念の崇高 さと現実 の福祉財源 の

貧 しさが、彼 らの活動 を直撃 した。夫逝 した糸賀一雄が施設内での職員 との確

執 に悩 む晩年 の姿は、当時 の障害者施設の長 も、新興 の障害者運動 の長 にも、

共有 される運命であった。 田中豊が夜 中に廊下で ひとりたたず む姿 を 「悲壮感

その もの」 と語 る創設期 の事務職員大庭勇武 の記憶 は、前近代 と近代 との狭 間

で生 きる障害者 を引 き受 けた施設や運動 の指導者の苦悩 を物語 る(16)。それだ

けに久留米 園で 「施設解体」等 を本気 で叫ぶ者 はいなかった。

これに対 して府中療育セ ンターは、顔 の見えに くい施設であった。 この間の

府中 「闘争」 を報 じる一連 の新聞記事 を収集 し、読 み直 してみて、改めて美濃

部知事 に も、都庁前に座 り込 む障害者 にも、対話 に望 む姿勢が欠けていた こと

がわかる。 よ り早期 に解決 で きる方途は幾つかあった。それをズルズル と長 引

かせた理由は、重度身体 障害者 を、 しか も女性 をテ ン トか ら無理 や り排 除はで
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きをい とい う偽善的 な言い訳 であ り、縦割 り行政 を理由にする衛生局 と民生局

の責任 回避 の姿勢で はなかったのか。 さらに、冷暖房完備の設備 を誇 る府中の

開設に関わる医師 ・研 究者集団にとって、そこは重症心 身障害児 などの重度 ・

重複障害の臨床研究 の拠点 と見な された。ケア(介 護〉 と生活の場 を保障す る

とい う考 えは、後回 しに された。つ ま り衛生局主導 の性急 な施設近代化 と医療

モデルの専門職主義が 、生活者 として生 きたい と願 う障害者のニ ーズを汲み取

れず 、事 態 に対す る的確 な判断 を誤 らせ た。

加 えて都庁前 に参加 した、一時は100名 を越 える支援者集団には、障害者の生

活 には関心が薄かった と判断 される学生運動家がかな りいた。テ ン トには学生

運動の衰退期 に学内 に拠点 をもてない学生 を魅惑するだけの条件一 都 とい う

権力の象徴 を都庁前で攻撃で き、かつ進歩的 な都知事 の仮面 を剥がす とい う快

感一 が整 っていた。 しか も、この時代 の男性運動家によ くあ る女性をか しつ

かせ る タイプが、テ ン トを仕切 った。若 く健康 な彼 らが、ケア(介 護)の 問題

を どれほ ど実感 してい たのかは疑問 であ る。やがてテ ン トに座 り込 んでいた

K.N.も 何 人かの女性 支援者が被害 にあい、テ ン ト内の人間関係が混乱 している

事態 に気づ く。 さらに府中療育セ ンターに戻 ってか らもこの種の運動集団 との

確執 が尾 を引 き、その結果K.N.は1975年 に退所 を決意 し、 日野療 護園設置を求

める集団 とも挟 を分 か ち、夫 を介護者 とす る形 での 自立生 活 に入 るのであ る

(日本社会臨床学会,81)。

この ように府中 「闘争」 の運動方針 は、テ ン トを張っていた序盤 の時点で、

早 くも迷走 し始めてい た。それだけに支援学生 と、そのイデオロギーの影響 を

受 けた障害者 は、論争相手 と して全 国障害 者問題研 究会 と発達保 障論 を敵視

し、 自己活動の 「聖域」 化に務めてい く。やがてマ イノリテ ィ集団に特有の分

裂が、府 中 「闘争」集 団内で繰 り返 され る。 この時期 の ガリ版刷 りの資料 に

は、仲間割れ と運動方針 をめ ぐる不毛 な対立 も、多々伺 える。 とはいえ、青い

芝の会だけならば さほ どメデ ィアの関心 を呼ば なかったはずの 「当事者の、当

事者 による、当事者のための」障害者運動 は、府 中 「闘争」 によって、と りわ

けK.N.の 存在 によって、初めて大 々的 に注 目される ことになったのである。
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3章 新 たな障害者権利 運動論 の波 及 フェ ミニズ ム ・

エ ンパ ワーメ ン トとの連携 モデル

筆者が都 の療護施設 を通過点 とす る女性 障害者の生活史調査 を企 図 したの

は、70年 代初頭の段階で、当事者主体 のケア(介 護)を 強 く要求 した女性たち

の言説への記憶 か らであ り、それが以後の都 の重度障害者政策 に も影響 を与 え

ているからであ る。上述 のように府 中 「闘争」 は迷走 し続 ける運動であった。

しか し、 こ う した 「闘争」方式 の運動 への参加 を体験 して、初 め て 「生 きる

力」 「語る力」 を回復す る多 くの障害者がいたことも事実である。本章では、

両施設での抗 議 を主導 した女性 障害者 の一群 の行動 を、障害者 権利運動論 と

フェミニズム ・エ ンパ ワー メン トとの連携モ デルの誕生 と捉 え、彼女 らのケア

(介護)の 当事者性 への鮮烈な問題提起が、戦後東京の障害者運動 と政策の中

で どの ような位置 を占めるのか を考察す る。.

3。1,抗 議 す る 女 性 障 害 者 の 一 群

(1)な ぜ 女性 障害 者 はケ ア(介 護)の 質 を最 初 に抗議 し、 こ だわ るの か

介 護拒 否 宣 言 も、府 中 「闘 争 」 も、最 初 に抗 議 の声 を挙 げ た の は、 女 性 で

あ った。 当初 「永 久」 を冠 して介護 拒 否 を標榜 した女性 達 。府 中 「闘争」 の主

力 で あ る在 所 生有 志 グル ー プ5名 も、K.N.とM.S.を 含 めて 女性4名 が名 を連 ね て

い る。 しか し、 多 くの支援 者 が集 まっ てい た府 中 「闘争」 で も、最終 局 面 まで

留 ま り、 「闘争 」 の成 果 に こだ わ るの は、K.N.とM.Sの2名 の女性 障害 者 と、数

名 の支 援者 にす ぎない。 に もかか わ らず 、 そ れが福祉 を シ ンボ ル とす る美 濃部

都 政 に衝撃 を与 え続 けるの は、重度 身体 障害 者 で 、そ れ も女性 が 都庁 前 に抗 議

の た め に座 り込 む とい う、従 来 の 日本 で は考 え られ ない行 動 を とる か らで あ

る。重 度 障害 を持 つ己 の 身体 を異議 申 し立 て の表現 手段 に して 、施 設 の専 門性

と介護(ケ ア)の 専 門職 性 を問 う姿勢 は 、 フェ ミニ ズム とエ ンパ ワー メ ン トが

連携 した障 害 者権 利 運 動論 の最 初 の事 例 で あ ろ う。

2名 の女性 はK.N.が 都 庁前 の テ ン トで座 り込 み を続 け る リー ダー とな り、M,S.

は テ ン トに も参加 はす るが お お むね府 中 に留 ま り、家族 ・職 員 に よる切 り崩 し
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を防 ぐとい う役割分担 になってい た。特 にK.N.の 存在感 は大 きか った。学校 に

行 くこともなかった彼女 は、 しか し豊か な感受性 と知力 を持 っていた。小柄で

はあるが、その身体 か ら発せ られる芯 の通った告発は、障害者問題 に関心 を持

つ同世代 の若者 に鮮 烈な印象を与えた。他者 に、女性障害者 の当た り前 の意志

を示 した点で も、その存在感 は大 きい。 「政治の季節」が終 わ り、男性障害者

が個別のニー ド充足 を優先 して集団 を離 れ、 「闘争」方式の運動 につ きものの

内部分裂が繰 り返 され、支援者が激減 してい く中で も、2名 の女性 は新たな当事

者活動の場 を開拓 してい く。何 に彼女達はこだわったのか。以下、その背景 を

簡単 に整理 してお こ う。

久留米園で も府中で も、ケア(介 護〉 に潜 むパワー構造 に女性 障害者 は敏感

に反応 した。理由 は明 白で ある。同性介護 が望み に くい状況 では、若 い女性

で、かわい らしい容貌の人ほ ど、入浴 ・着替 え ・診察などでセ クシャルハラス

メ ン トを受けやすい。23歳 のK.N.が 、入所 時に入浴 その他 で受 けた ショック

は、当然の反応で あった。 しか も、府 中は3交 代制であ り、職員異動が始終あ

り、援助者の匿名性が支配的であった。個別ニー ドに配慮するケア(介 護)は

望み に くく、加 えて 自己主張す る障害者 に彼 らは慣 れてい なかった。

久留 米園では どうか。伝統 的 な家族共 同体型施設で は、私 生活 は丸見 えで

あった。園長一家 も同 じ物 を食べ、同 じ建物内で暮 らす形は、馴 れ親 しみの人

間関係 を優位 に させ る。介護拒否宣言へ の園長 や寮 母た ちの意識 は、 「仲間

じゃないか」の言説 に集約 される。府中療育セ ンターの援助者の匿名性 とは対

照 的であるが、慣れ親 しみの関係が崩れる と、労働組合 に直訴 し、園内での対

話 には一切応 じな くなる。 ここで もケア(介 護〉の当事 者性への問いは、やは

り無視 される。裸の まま浴室の出入 りロに放 置 されたことを抗議 して も、 「ト

イレも自分でで きない くせ に」 の返事 しか ない。職員の絶対的な不足が、こう

した言 い訳 を増長 させ、介護拒否宣言 は曖 昧な形で終息 してい く。直後に美濃

部都政の措置費の上乗せ と職員加配があ ったことも、ケア(介 護)の 不満 を抑

える効果があった。

(2)障害者運動に潜 む前近代性 フェ ミニズム ・エ ンパ ワー メン トか らの抗議

2名 は府中 「闘争」 を契機に伝統的な女性観 ・障害者像か ら解放 され、フェ ミ
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ニ ズム ・エ ンパ ワー メ ン トの連 携 を身体 で表 現 す る第 一世代 に なる。府 中 「闘

争」 を、 「まあ若 い学 生 の言 うま まに、の っち ゃ った面 が あ るの ね。 で も、 そ

こで とて も生 き生 き して きて、 人生 って こんな に楽 しい の か と感 じた」 「自由

に生 きて きた 。 唯 一 や り残 したの は、 子 供 を持 た な か っ た こ と くらい か な」

と、語 るM.S.。 処世 術 にた けて い ない女 性 が 、運動 に のめ り込 む過 程 で 、 「生

きる力」 「語 る力 」 を蘇 生 させ る典 型 的 な例 とい え る。 また優 生 保護 法 を適 用

され た女性 障 害 者 の事例 に抗 議 す るK.N,(本 稿p.15を 参照)も 、 府中 「闘争 」

の終 結 後 に 、女児 を産 み 、 なお も 「施 設解 体 」 を掲 げ る運 動 を持 続 してい く。

む ろ ん 「介 護 者手 足論 」 「施 設 ホ テ ル論 」 の よ うなケ ア(介 護)へ の鮮 烈 な

問題 提 起 は 、青 い 芝 の会で も出 され てい る。 しか しそ こで は、女 性 が ケ ア(介

護)の 主 た る担 い手 に なる のが 当た り前 と見 な され 、 フ ェ ミニ ズ ムか らの素朴

な疑問 は封 印 され る。1972年 に作 られ各地 で上 映 され る映 画 「さよな らCP」 や

リー ダー格 の男 性 達 の言説 に は、強 烈 なパ ター ナ リズ ムが に じみ 出 てい る。彼

らの資 質の 限 界 と言 う よ りは 、彼 ら もまた前近 代 的 な 「母性 神 話」 の女性 観 を

拭 え ない時 代 の子 で あ った のだ 。

そ もそ も占領 期 福祉 改 革 が推 し進 め る 「社 会事 業 の民 主 化」 「社 会 事 業 の近

代 化 」 は、女性 障害 者 が受 ける幾 重 もの差 別 を軽 減 す る こ とは なか った。女 性

が受 けやす い差 別項 目を挙 げ るこ とさえ躊躇 す る状 況 で あ った し、家族 や施 設

職 員 の抱 く通 常 の 女性 の 生 き方 イ メ ー ジ その もの が 、一 人 で暮 らす 権 利 と自

立 ・自己決定 を妨 げ て いた。80年 代 に入 って も自立 生活 に到 達 した重 度 障害 の

女 性 は稀 で あ る。1970年 、80年 代 に 自立 を決 意す る女性 は、孤 高 な まで の強 固

な意 志 を要 した。K.N.やM.S.の 自己主 張 で きる生 き方 は、既 存 の 入所 施設 の在

り方 や ケ ア(介 護)観 へ の強 烈 な 「怒 り」 な くして は不 可 能 で あ った(17)。

他 方 、施 設 ・病 院 で介護iをす る側 の大 半 が女性 で あ った。60年 代 末 か ら70年

代 初 頭 の運 動 が批 判対 象 と した の は医 師 や 施 設 長 とい っ た管 理 者 だ け で は な

い。施 設 ・病 院 の介護 職 員 や看護 婦 も含 まれ て い る。府 中 もそ うで あ っ た し、

久留 米 園 もで あ る。 ガ リ版 刷 りの 久留 米 園の 自治会 関連 資料 で は、 こ こまで言

えるの か とい うほ どの激 昂 した 、女 性 障害 者 に よる寮 母へ の差 別 告発 が 散 見 さ

れ る。 階層 化 され た差 別意 識 は 、重 い障 害 を持 つ 女性 の批 判 が 、 同性 で 、 しか
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も軽 い障害 を もつ職員 に向け られる事例 に端的に顕 われてい る。

本稿が取 り上げた1970年 代の当事者主体 の障害者 の権利運動論 は、同時期の

北欧や ドイツの 「新 しい社会(福 祉)運 動」の系譜 に匹敵す るもの と筆者 は評

価 す る。 とはい え、 その運動 内部 で もフェ ミニ ズムの受容 基盤 はなお未熟 で

あった。 ここに個の人格 を核に して市民主導の社会福祉 運動 と政策立案への架

橋 を形成す る欧米 とは異 なる、 日本の福祉思想の限界 が見 えて くる。

3.2.当 事 者 主 体 の 障 害 者 の権 利 運 動 論 の 進 展 とそ の 新 局 面

(1)障 害者 の権利運動論 に基づ く療護施設づ くり

府中 「闘争」があれほ どマ スコ ミを賑わ したのは、美濃部都政 であったか ら

ともい える。特 に第1期(1967-1971)か ら第2期(1971-1975)ま で、 「福祉 の美

濃部」 と目される知事 は、圧倒的人気 を誇 っていた。

都庁前 にテ ン トを張 って座 り込 むとい う目立つ方法、抗議相手 は革新 自治体

ブームを巻 き起 こした 「福祉 の美濃部」知事、抗議 の中心人物 は小柄 な若い女

性 、こう した道具立てが府 中 「闘争」への注 目を掻 き立 てた。当事者主体の権

利運動 と しての実績 は青い芝 の会にあ ったと して も、都 が重度障害者運動 に大

幅 に譲歩 してい くのは、府 中 「闘争」 の衝撃 による。衛生局 も民生局 も、府 中

「闘争」の要求を大幅 に受 け入れる。 その結果、多摩地域 に新設 される3つ の療

護施設(多 摩 ・清瀬 ・日野)で は、施設運営への当事者参加が積極的に認め ら

れ、生活施設 のモ デルが形成 されるに至 る(18)。

従来の障害者運動 は保守政党 に請願す る形 か、左派政党の外郭団体である場

合が多 く、 しか も障害種別 に成果 を特化 させ る傾向が 目立つ。 これに対 して差

異 に伴 う差別 を克服す る権利運動論 に基づ き、ケア(介 護)の 当事者性の視点

か ら専 門職性 と援助方法の捉 え直 しを迫 るのが、1970年 代か ら80年 代初頭 の都

の療護施設 での一連 の実践であ った。

前述 した ように、設立時の緊迫 した情勢か ら多摩更生 園や 日野療護園では、

施設 を個別ニー ドを保証す る暮 らしの場 と見 な し、ケア(介 護 〉の質の向上 を

目ざす。療護施設第1号 の多摩更生園では、手探 りなが らも職員 と利用者 との対

等 な関係 をいち早 く築 く。やがて外出 ・通学 を積極 的に支援す る中で、京王線
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が交通 アクセス改善 を迫 られるなどの、地域 での重度 身体障害者の存在感 も植

え付 けてい く。 さらに1980年 代後半 の多摩更生 園では施設 オンブズマ ン制度 に

繋がる実践 も始 まる。 また調査対象の療護施設 は、清瀬の影響 を受 けて開設 さ

れる山梨 「麦の家」 も含めて、入居 時から自立生活 を職員が助 言をす る例が少

なからずあ る。むろんそのルーッは、 「施設ホ テル論」 を堂 々と語 り、 自立へ

の場 として施設 を利用 した障害 者の一群が暮 らす久留 米園なのであ るが。

つ ま り久留米園や府 中での1970年 前後 の権利運動論 の最大の功 績は、援助方

法論 に当事者性 を、それ も施設内において付与 した点であろ う。 これは同時期

の欧米の 「新 しい社会(福 祉)運 動」 が提起す る反専 門職主義 と遜色はない。

都の療護施 設 はその社会実験 の場 とな り、施設近代 化 を一足 飛 び に超 えて、

ノーマ ラーゼー シ ョン化 された施設 のモデルを創 るのである。生活指導 なる言

葉や、時には分刻みの 日課や行事が廃 された。 しか しその一方で、1980年 代 を

通 して日本 の障害者運動論の大勢 はなお専 門職主義の要求を掲げ続 けた。

近年 ようや く、指導 ・訓練 とい う教育モ デルや、治療 教育 ・セ ラピー とい う

医療 モデル(あ るいは リハ ビリテーシ ョン ・モ デル)へ の過 度 な依存 が弱 ま

り、 自立生活支援 とい う援助方法が知的障害者 や精神障害者分野で も実践 され

つつある。 ここにおいて 日本で も70年代半 ばか らの欧米の社会福祉運動論 の潮

流 となる反専 門職主義や 「施設解体」 が、冷静 に受容 され る時代 にな り、過去

の権利運動論 を再考 して、障害 をもつ身体 を運動の方略 に用 いた介護拒否宣言

や府中 「闘争」 を、客観的 に評価で きる段階 に入った といえよう。

(2)都の重度障害者政策の転換 府中 「闘争」の後遺症?

しか し、一部の運動家 と療護施設 などには過分な配慮 が され る反面、他の重

度障害者政策で はノーマライゼーシ ョンの時代 と逆行す る動 きも見 られた。 と

い うのは、都の障害福祉行 政は70年 代 を通 して重度 身体 障害者運動 には譲歩す

る ものの、在宅ケアの政策理念が掲 げ られていたはずの80年 代前半 に、秋田や

青森 などの遠隔地 に知的障害者施設の新設 ・拡張方針 を確定するか らである。

大規模 な障害種別 の団体 ほ ど、親 ・家族が事務局運営の主導権 を握 りやす く、

「親 なき後の障害者のため に」の説得が まか り通る。行政 は運動要求を受け入

れ、バブル期 に都外施設 を拡張 し、都民 である障害者 を大量 に送致 した。 こう
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しそ1996,97年 に毎 日新 聞が率先す る形で、自閉症 ・知的障害者への権利侵害や

施設内虐待が大 々的に報 じられるまで、一種 の 「棄民政策」が容認 される。つ

ま り1980-90年 代 にかけて都 の重度障害者政策は、地域福祉や統合教育、障害

者 の自立 ・自己決定 な どの理念 を標榜 しなが ら も、同時 に遠隔地 に障害者施設

を増設 し続 けたのであ る。

筆者 はこの 「棄民政策」 は、 「対決か ら慣れ親 しみ」 に転換す る都の政策 の

妥協 によるもの と考 える。行政 と各障害者運動団体 との、行政 と施設建設反対

の住民運動 との、都 と近郊県の施設の格差問題 一 県施設職員の方が給与 ・労

働 条件 が悪い ことか ら都外施設誘致 を危惧 する所があった との、利害 と思

惑が錯綜 し、対立 ・葛藤あるいは了解 が繰 り返 され、その果て に 「棄民政策」

が出て くるのではないか。そ してこの間の障害福祉行政の、八方美人的な対処

法のルーツを探 れば、やは りあの府 中 「闘争」 にぶつか らざるをえない。

革新知事 をターゲ ッ トにする都庁前での長期座 り込み は、障害者運動の要求

を 「聖域」 とする風潮 を、 「うるさいので適当 に妥協す る」姿勢 を、行政官僚

に もたせた点で効果 はあった。以後 、障害種別の各種団体の陳情 ・要求に答 え

るべ く、その場 限 りの妥協案が しば しば優先 される。上記の知的障害者の 「棄

民政策」 は、その最 たる例ではなかろ うか。 むろん1960-70年 代 の都の障害者

政策 ・福祉行政 の資料 をキチ ンと収集 してい る文書館 ・図書室が ない現状で

は、早急 な結論 は出せ ない。 しか し、70年 代 の障害者運動論の衝撃が、以後の

都の二律背反的 な重度 障害者政策の発生経路 になってい る可能性 は高い。

(3)神話 化 される府中 「闘争」方式の運動 とそ のジ レンマ

当事者主体の権利運動論 による行 政交渉や都 の個別事業が、地域 を越えて、

普遍主義的な社会福祉制度 に組み入れ られる条件は、 ようや く1980年 代末 に出

て くる。それだけに70年 代半ばか ら80年代前 半における都 の動 向は注目に値す

る。1974年 、総評は春 闘で障害者の所得保障要求 を掲げる。同年 、都 は重度脳

性マ ヒ者等介護人派遣事業 を創設す る。次 いで1976年 に横塚 晃一代表 による全

国障害者解放運動連絡会議(通 称 「全障連」)が 結成 され、1976-77年 の 「東

京都 ケア付 き住宅検討会」で青い芝 の会の提案文書が出 され、1981年 八王子 自

立ホームが開所する。1980年 には全 国障害者所得保障確立連絡会(通 称 「所保
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連」)も 結 成 され 、1986年 障 害 基礎 年 金 制 度 に結 び付 い て い く。

これ らの ケ ア付 き住 宅 や介 護 費用 交 渉 は、府 中 「闘争 」 の参加 者 や 、東 京 青

い芝 の 会 に よっ て 進 め られ る(19)。 しか し、 支援 者 ・介助 者 の 集 め方 も含 め

て、運 動 が 同質 の思 想 に賛 同す るfacetofaceの 関係 に依 存 す る組織 体 質 を持 つ

場 合 は、 内部 分裂 は避 け難 い。 青 い芝 の会 の横塚 が晩 年 に、 自 らの組 織 運営 に

苦悩 す る姿 こそ 、 「闘争」 方 式 の運 動 の限界 を よ く物語 って い る。 そ して この

間 の都 の療 護施 設 建設 ・改 革 が 、常 に こ う した 「闘 争」 型運 動 家 を意識 しなが

ら進 め られ る点 で 、府 中 「闘争 」 の 神 話化 と もい え る現 象 が定 着 してい く。

東 京 で 社 会 近 代 化 の成 熟 と家族 共 同体 の解 体 が 可 視 化 され る時 期 に 、府 中

「闘争」 が 起 こ る。 そ れ は重 度 障害 者 問題 を顕 在 化 させ 、当事 者 主体 の権 利 運

動 の理念 を行 政 交 渉 を通 して政策 立 案 に まで持 ち込 む架橋 とな った。 この点 で

は そ の役 割 は評 価 で き る。 しか し、 運 動 が 動 か な け れ ば 、運 動 論 は機 能 し難

い。 制 度 ・政 策 に組 み込 まれ た権利 運 動論 は 、斬新 性 を失 うか 、運動 方 針 を立

て直 す か 、獲得 した 「物 ・人 ・金」 で 運営 す る組 織 機構 に しがみ つ くかの 、瀬

戸 際 に立 た され る。府 中 「闘争」 方式 を支持 して いた 人達 も、1980年 代 半 ば に

入 る と、 このサ ー ビス提 供 シス テ ム と しての運 動 組織 へ の再 編 が運 動 の理 念 に

抵触 す る とい うジ レンマ に気 づ き始 め る。

そ の一 人 が0.T.(男 性)で あ る。1983年 か らの 自 らの 活 動 を空 白期 と語 る

が 、 それ は東 京 で の別 の系譜 の運動 論 の 登場 と符 合す る。特 に無 為 に過 ご した

とい う1986-89年 は(全 国 自立 生 活 セ ン ター協 議 会,2001,p .251)、 八 王 子

ヒュー マ ン ・ケ ア協 会 が発 足(1986>し 、 そ れが 自立生 活 運動 のモ デ ル となっ

て い く時期 と重 な る。 府 中 「闘 争」 方 式 の 運 動 が 、都 の福 祉 行 政 とのfaceto

face関 係 に馴 れ 親 しみ 、 時 には威 嚇 的 な行 政 交 渉 も辞 さない の とは対 照 的 に、

八 王子 ヒューマ ン ・ケ ア協 会 は組織 戦略 を持 ち、 「普 通」 の市 民 ・学生 を動 員

して事 業 化 を目 ざす 活動 を展 開す る。 ア メ リ カのNPO・ 障害 者 団体 の経 営 的発

想 が 導 入 され、有 償 ボ ラ ンテ ィア と市 場原 理 とを混 在 させ たサ ー ビス提 供 型 の

運 動 組織 の模索 が始 まる。 それ は就 学 猶予 ・免 除 の世代 が 率 い てい た1960-70

年代 とは異 な る方 略 であ った(20)(2D。 双方 は同 じ 「新 しい社 会(福 祉)運 動 」

の系譜 に属 す る とはい え、 当事 者 主体 の権利 運 動 論 の主 力 は、洗 練 され 、説 得



28 人文学報NQ329(社 会福 祉学18)2002.3

力 を持 つ後発組 のCILへ と急速 に傾斜 してい くのであ る。

(4)分立型障害者運動論 の反省 と新 たな権利運動論へ

分立型で、 しか も左派右派 を問わず政党 との関与があ った各障害者運動 団体

へ のア ンチ ・テーゼ となるのが、府 中 「闘争」方式の運動 であった。

そ もそ も戦後 日本の障害者運動は、年齢別 ・障害種別 に分立す る社会福祉 ・

保健医療 ・教育の制度 を直 に反映 し、障害種別の運動方針 を先行 させ た。特 に

55年 体制の安定 に伴 って、保守 政党や医師会、あるい は労働組合 に積極的に近

づ き、行政交渉 を他の障害者団体 に先ん じて有利 に進め、その成果 を組織拡大

に多用する、特殊 日本的 な脈絡での運動論 が1950年 代末か ら60年 代 にかけて定

着 してい く。親や家族が代表 を務 める障害者団体 ほど官製組織 と密着する傾向

があ った。加 えてこの時期の運動論 は、個 々人の 「善意」 とは別 に、障害種別

の タコ壷化 された制度 を要求 し、同種 の障害者間で も職業的 自立や教育効果の

差 を理由に、暮 らしの場の棲み分 け 家庭、特殊学級や養護学校、施設、病

院 など一 に傾斜 した。何 よりも入所施設の増設が重視 された(22)。

1960年 代 の高度経済成長期 、障害者団体 の全 国組織化は さらに進展する。遅

れていた社会福祉施設 の整備 が まず都市部で着手 され、 「社会事 業の近代 化」

が所期 の目標 を完了す る1970年 前後 に、新 しい タイプの二つの障害者の権利運

動論が出て くる。一つは全国障害者問題研究会(1967年 結成)で あ り、もう一

つは自発的組織 とい える抗議する障害者集団の登場である。左派 と目される二

つの運動 は、伝統的 な陳情型 とは一線 を画す。共 に運動 団体 としての自立志向

は強 く、そのために双方は1979年 養護学校義務化の推進か、あ るいは阻止か を

め ぐって 、激 し く対 決 す る(金 井康 治君 の転校 実 現 三 月行 動 実行 委 員会

1980)。 全国障害者 問題研究会 は、60年 代後半に各県 に設置 される養護学校教

員養成課程 に就職 した若手研究者 の一群が理論形成の主翼 を担い、発達保障論

を全国 に普及 させ なが ら、特殊教育制度 の 「黄金期」 を支 えてい く。他方・こ

の発達保障論 を 「権威」 とみな し、対抗意識 を剥 き出 しにす る 「闘争」方式 の

権利運動論が、東京や大阪 を中心 に波及 してい く。 ここで も府 中 「闘争」の余

波 は大 きか った(23)。

戦後半世紀 を経 て、 ノーマ ライゼーシ ョンと 「新 しい社会(福 祉)運 動」論
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が通常 の社会福祉理論 とみ な される昨今、 ようや く各障害者運動論 に通底す る

理念 や方針 を共有する動 きが出て きている。統合教育論 争 を軸に対決 して きた

上記の新 しい タイプの運動間で も、歩み寄 りの可 能性が見 えつつあ る(24)。そ

れだけに分立型障害者運動論 か ら脱却 し、総体 として障害者の権利運動論の歴

史を再考す る新局面 を迎 えているのである。

結 「施設 と街のはざまで」暮 らす とい う自己決定

の問題 と今後の課題

そ

本稿で は、 「施設から地域へ」 「温 情主義 か ら専 門職主義へ」 さらに 「専 門

職主義か ら脱施設化あるいは施設解体へ」 の戦後東京 の重度障害者政策 の流れ

を先導す る障害者権利運動論が、救護施 設や府中療育 セ ンターでの施設批判 を

たた き台 に して育 まれた経緯 を明 らかに した。そ こでは 「政治の季節」 の 「闘

争」方式の運動 を体験 した女性 障害者 によって、施設が批判 の的 に曝 される も

のの、新設 された療護施設 は批判の良 き受け皿 とな り、ケア(介 護i)の 当事者

性 を優先す る援助方法論が試み られるのである。

1.「 理 想 の 施 設 」 が 遭 遇 す る 問 題

しか し、療護施設での一連の改革 は、袋小路 に入 り込んだ感が ある。本調査

が対 象 とす る施設 では、いわゆる府 中 「闘争」 世代 は施設 を去 った り、亡 く

なってい る。高齢化の波が療護施設 にも、 ひたひたと押 し寄せている。 しか も

不 自由 さや束縛が軽減 された生活環境が整 うにつれて、内部改革 に向か うエ ネ

ルギー源 とな る 「怒 り」 は消失 す る。 「理想 の施設」 での快適 な暮 ら しに慣

れ、私生活へ の逃避傾向が強 まり、その結果 自治会活動への参加 者は減少 の一

途 を辿 っている。

加 えて社会福祉基礎構造改革 による職員削減が 、ケア(介 護)の 質の低下 を

懸念 させ てい る。人手不足 の予感か ら、身の回 りがで きる人ほ ど、 自立生活 を

ふ と考 えざるをえない。大半 の人は、障害 に加 えて高齢 化による心身面の不安

か ら施設 に留 まらざるをえない。
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「理想の施設」 を も含む今回の調査で も、下記の ような問題が出ている。

①.ケ ア(介 護)の 親密性や恣意的 な関係形成の弱点

利用者主体のサー ビス提供 とい う理念 は権利擁護の標語 のよ うになっている

が、それは時 にはケアの当事者性 を不確 実 な ものにす る。 医師、教 員、P.T.、

O.T等 の専 門職集団側か ら見 た場 合で も、専 門職性 の発揮 と当事者性の尊重の

調 整 には、同 じ不確 実性 の問題 にぶつか る。 そ もそ も仕事 としてのケ ア(介

護)の 関係形成 は、匿名性 と親密性 との狭間 を揺れ動 く中で、 「山あらしのジ

レンマ」の ような双方 にとっての適切 な距離 やコ ミュニケーシ ョンを見出す傾

向がある。 しか し、多摩更生園では長期間、入所者が 自分 の好 きな介護者 を選

択 で きたため に、逆 に適切 な距離 をとる機会が減 り、通常の施設 のような職員

組織や評価 も形成 されに くか った。清瀬療護i園や 日野療護園 も同様 の傾向が見

られる。 この点 は長所であ った時期 もあるが、近年療護施設 では重度化 ・高齢

化が進行 中であ り、かつ30年 前 とは違ってケ ア(介 護)の 専 門教育 を受 けた職

員 も配置 される段階 にあ り、職員 を恣意的に利用者が選ぶや り方 は通用 しに く

くなっている。専 門職性 を排除せず、 しか も匿名性 と親密性 を場 に応 じて使 い

わける技法 は、実践 の中で しか学べ ない。例えば、筆者が ヨーロ ッパで幾度 と

な く遭遇 した 「サ ラ ッとした、時間でわ りきった、 しか しあなた という存在 に

無関心 ではい られない ケア(介 護)」 の関係形成の力が、今問われているので

はなかろ うか。

②.施 設問格差 の大 きさ

措置 された施設 によって生 じる生活格差 本調査の4ヵ 所の療護施設で も個

室か ら大部屋 まで、また交通の便の良い所 か ら山奥 まで分 かれる を、 どう

改善するのか も難問 として残 っている。 カーテンで仕切 った大部屋で、2畳弱 し

かプライベー トの場 を確保で きず、 しか も交通の便 の悪い施設 に生涯いること

を強い られる場 合 もあれば、一人暮 ら しには十分な空間が確保で き、都心部 に

近い施設で暮 らす人 もいる。た しか に都 の療護i施設のケア(介 護)の 質は向上

した。 しか し、オ ンブズマ ン制度 が導入 されていて も、介護拒否の抗議 をせ ざ

るをえない事態がな くなったわけで はない。ケア(介 護)の 仕事 に向かない職

員の問題 は、常 にある。



戦後東京の重度障害者政策 と障害者運動に見 る女性の役割(1) 31

これが1970年 代 の 脱施 設 化 に向 か う運 動 エ ネルギ ー を施 設改 革 に吸 収 しなが

ら、 ノーマ ラ イゼ ー シ ョンの思想 に呼応 して 一つ の 峰 を築 い た都 の療 護施 設 の

到 達 点 で あ り、 同時 に限界 で もあ る とい え よ う。

2.自 立 ・自 己 決 定 の 理 念 と 実 態 と の 乖 離 一 一 障 害 者 の セ ー フ

テ ィー ネ ッ トと して の 施 設

どこに措 置 されたかで暮 ら しの快適 さが左右 され る現状で は、CILに 代 表 さ

れ る自立生活運動へ の期待 と評価が高 まるのは当然であ ろう。 自立生活運動論

の施設批判 の論理 に駆使 され るのが、施設 ・病院入所 をため らわせ る自由の剥

奪 と束縛の多 さである。 しか し、療 護施設内部での当事 者主体の運動の限界や

先行 き不安 は、CILで も生起する問題である。都内のCILで も、介護者集め に四

苦八苦する現状 がある

今回の事例調査 で も 「施設 を出たけれ ど」 、介護者集 め とその関係形成が大

変で とい う、矛盾 が多々指摘 された。M.S.の 場 合、 日野療護i園に頻繁 に出入 り

し、その繋が りでおちかわ屋 の運営 もなされ、それが孤 立 しがちな一人暮 らし

を支 えてい る。 またK.N.の ような 「健常 な夫 を24時 間の介護者 にで きる幸 運

さ」の経験 で もって、 「施設解体」 を繰 り返す ような 自立生活運動論 には、違

和感 を持 つ メンバ ー もいる。

施 設は、 「施設 と街 のは ざまで」暮 らす とい う自己決定 をす る、障害者 に

とってのセー フティー ネッ トなのである。 これが本調査 での結論である。そ も

そ も援助方法 の原理 は、施設であれ地域で暮 らすのであれ、同 じであ る。① 束

縛か ら個 を解 き放 ち自立 を認識 させ るこ と、② しか し同時にバ ラバラにされた

個 に内面的 な自律 と社会統 合 とい う二重 の目標 を意識 させ ること、であろう。

むろん暮 らしの快適 さと自由の選択肢 は、当事者 の性格 と生活環境 に大 きく左

右 され るが 、4施 設の調査 によれば、措置 され た療護施設の生活条件 、す なわ

ち①個室が確保 され、②施設生活の主導権が握 れ、③ ケア(介 護)の 質が維持

されるか どうかが、施設 を出て 自立生活 に入 るか どうかの決断の決め手 になっ

てい る。 これ をふ まえて、施設ではない暮 らしの場づ くりに、施設職員 も積極

的に参加す る脱施設化 その先 に 「施設解体」 も想定 され る が、援助方
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法 の原 理 に浮 上 して きて い る とい え よ う。

3.次 年 度 の 課 題

冒頭で も述べ たが 、本調査のね らいは、重度身体障害者施設で権利運動論が

誕生す る経緯 と、ケア(介 護)の 質への問いを、女性 障害者の眼か ら読み取 る

ことにあ る。施設 を出て、CIL等 で リーダー的役割 を果 たす女性群 には、幾っ

かのタイプが ある。そこで表出 され る言葉 と しての 自立 と、背後 にある運動組

織の論理 との乖離 にも注意 を払 いなが ら、伝統 と近代 の価値の狭 間で葛藤 しな

が らも、 「控 え目で、家族の中で ひっそ りと生 きる」 イメージか ら脱却す る女

性 の生活史調査 を、次年度 も継続す る。療護施設 を出て自立生活 を成 し遂げた

女性の退所前後の内面的変化 と、逆 に療護施 設 に住み続 ける選択 をした女性 と

の、ケア(介 護)の 考 え方 を比較 する第二報告 は、 プロ ジェク ト・メン バ ー

が、2002年6月 に学会発表 ・執筆 を予定 している。

注

1)多 摩更生園(1998年 多摩療護園に改称、原則 と して多摩更生園ない しは多摩 と記

述)・ 清瀬療護園 ・日野療護園(原 則 として清瀬 ・日野 と略記)と 、都外施設の山

梨県麦の家の4つ を対象に調査。清瀬療護園の前身が救護施設の東京久留米園である

が、重度身体障害者のための施設 として開所。久留米園 ・清瀬療護園の年表は岡田

英己子 ・藤島 ミエ子が作成。

2)女 性への インタビューが主であるが、多摩 と清瀬は自治会長経験者の男性 も対象に

した。70年 代の療護施設の 自治会活動 は、障害者の自立 ・自己決定の運動論モデル

になるからである。また 「自立など堅苦 しく考 えない、施設で楽 しく暮 らせれば満

足」 という女性 も含む。生活感情 を論理化する作業に際 して、性急 な結論 を出 しや

すい研究調査の罠 を回避するためにも、 「普通のおば さん」への インタビューは不

可欠であろう。

3)1962年 から67年 の国立身体障害者センター 「闘争」の背景には、1957年 業務運営方

針の問題、す なわち 「訓練効果が自立で きる…見込みあ りと認め られたもの、入所

期間は一 ヶ年、手術は総合判定会議の結果、機能的に改善可能 なもので、三 ヶ月以
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内に職能 的訓練 を実 施 し得 る見込 み のあ る もの」 への抗議 が あ った(厚 生省職 員組

合 ・国立 身体 障害者 更生指 導所支 部,1-11)。

4)精 神 薄弱者福 祉 法(1960年)と 老 人福 祉 法(1963年 〉が制 定 され 、1960年 代 前半 は

施 設の専 門分化 が定着 してい く。 しか し、同 時 に救 護施 設 も全 国 に相 次 いで設立 さ

れ た。

5)1970年 に 「"食 わせ て寝 かせ る"救 護 施設 か この人 間的 な要 求 をど うす る?」

『社 会福祉 研究』(第7号)で 、当時 「飼 い殺 し部屋」 と椰楡 されて いた救 護施設 を

取 り上 げ なが ら も、東 京久留 米園が 重度 障害者 の 人格 尊重 を援助 方針 にす る点 は評

価 されて い る。

6)「 社 会福 祉労 働者 の賃 金、労働 条件 の改善 を主張 し、要求 し、従事 者 を労働者 と規

定 して、聖職 論 に対 して闘 い続 け て きた」東 京 や大阪 の労働組 合 が 中心 に な って 、

1953年 日本社 会事業職員組合(通 称 は 日社職組)を 結成(鷲 谷,ii)。1973年 全国大 会

で、 日本 社会福 祉 労働組 合(日 社 労組)と 改称(鷲 谷,iv)。1950～60年 代 の民 間施

設 の多 くが前 近代 的体 質 を持 ち、女性職 員が 圧倒 的多数 を占めて いた。介 護拒否 宣

言 を された寮 母4名 は 日社職組 に訴 えるが 、そ れが高度経 済成 長期 の組合路 線 の 中

で ど う位 置づ け られ たかの調査 は未着手 。

7)介 護 拒否 宣言 で も 「寮母 の 『言 うこ とを きか ない』 か らと一 晩中寝 か さないで お く

…精 神 的 、 肉体 的虐 待 をや っての け た… 、 ま してや知 恵 お くれの 女性 をで あ る」

(久留 米 園園生 自治会,1972,58)が 抗議 され た。後 に 田中寿美子 園長 は 「ある施設の

職 員 は 『こん な ことは知 恵遅 れの施設 な どで は、相 手が 問題意 識 を もちに くので 、

人権 をおかす と思 わ れる よ うな こ とは数 々あ るの に』 とい って いたが 、人権意 識 を

もた な い 人 た ちが 多 い 施 設 こそ 、 倫 理 性 の 高 い職 員が 要 求 され る」(一 番 ヶ瀬

他,1988,221)と 述べ てい る。 た だ し1976年 時点 で も、久留米 園で 知的障害 者 を入所

させ て、 「職 員 さんの代 わ りに ち ょっとあ れ持 って きて、 これ持 っ て きて、私 を連

れ てって とい うふ うに使 ってい なが ら、言 葉で は 『あれ馬鹿 なんだか ら』 とい う表

現 が ポ ッポ ッで て来て しまう」(一 番 ヶ瀬他,1988,42)実 状 も指摘 され てい る。救護

施設 は 「社 会事業 の近代 化」 とは程遠 い障 害者 の混 合収 容 の場 で もあった。

8)高 度経 済成長 期の最 中の各障害 者運動 団体 の主 導権 は、医療 モ デルの病 院 ・施 設 で

は医 師が 、特 殊学校 ・学級 の ような教 育モ デ ルで は教 員が担 うこ とが 多い。 これ に
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対 して救 護施 設 での運動 の主導権 は見 えに くい。 原因 と して、① 施 設の劣悪 な勤務

条件 か ら離職 率 が高 く労働 組 合運 動 が定着 し難 い、② 圧 倒 的多数 の寮母 ・介護職 員

に専 門職性 が欠如 、③ 家族共 同体 的 な運営 管理 、④ 馴 れ合 い に近 い援 助者一 被援助

者 の特 異 な関係 な どが 、挙 げ られ る。

9)以 下のM.S.に 関す る記 述 は、 日野市 自宅での インタ ビュー(2001年11月4日 、12月24

日)に よる。吉 岡志保 ・草 野 ひ とみが 同行 。

10)府 中 「闘争」 集 団 は幾 つか に分裂 す る。 最 も持 続 的に活動 す るい わゆ る第一 テ ン ト

集団 「在所 生有志 グルー プ」 は、男性1名 、女性4名 の構成 。M.S.は 入所者 が職 員 ・

家族の説得 に応 じて多摩 に強制移転 させ られない よ うに、見張 り役 を した。女性4名

は 全 員 が 学 校 教 育 を受 け て い な い(府 中 療 育 セ ン タ ー 在 所 生 有 志 グ ル ー

プ,1972c,p.2)。 それが まず抗 議 の声 を挙 げ る点 で、介護拒 否宣 言 と似 てい る。つ ま

りあ る意味 で は、 就学 猶予 ・免 除世代 は世 間 に疎 か った。 支援 学 生 が集 会 に誘 え

ば、外 出 で きる し、い ろんな人 と話 しが で きる しで、セ ク トの 政治意図 もわ か らな

い ま まに駆 り出 され 、後 に施 設 に戻 った り、放置 され て死 期 を早 め る障 害 者 もい

た。 これ を予 感 したK.N.の 兄 く脳 性 マ ヒ)は 、都 庁 第二庁 舎 にテ ン トを張 り、別行

動 を とる。 この第ニ テ ン トか ら、全都 在 宅障害 者 の保 障 を考 える会(全 都 在 障会)

の組織化 が始 ま る。両 テ ン トに対立が あ った とはい え、4半 世紀 た った現在 では、第

一 テ ン トの女性 障害 者の一群 が世 間 に疎 か った こ とが 、一途 な生活 感情 をぶつ け る

抗議 を可能 に し、欧米 の 「新 しい社会(福 祉)運 動」 の系譜 に属 す る権利 運動論 を

日本で早 々 と開拓 したの だ と、評価 し直 すべ きで あろ う。 障害 者運 動 とフェ ミニズ

ム ・エ ンパ ワー メ ン トの連携 モ デル に関 す る考 察 は、3章 に回 す。

11)多 摩更生 園開所(1972年6月)に 向け て希望者 を送致す る準 備 を進 め る府 中では、緊

迫 した雰 囲気 に包 まれ ていた。 その時期1972年4月 、金沢 での 日本整形外科学 会で、

府 中の一整形 外 科医 は、 「施 設 に収容 後2～3年 の間 は機 能 が良 くなるが 、その後 は

変化 がみ られ ない ようになる。 だか らそ の後 は、府 中療 育 セ ンターの ような高度 の

医療機 能 をもって ない施設 に、そ れ らの対 象者 を移 した方が 、 医療 機 関の能率 を高

め るため に必 要」 と(和 田,1993,192)、 当時の研 究機 関 と障害児 者施設 との鵬分 け

を説 明 してい る。

12)府 中 「闘争」 を錯綜 させ た原 因 として、都 の重 度障害 者政策 によ って三種 の障害 者
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が混合収容 された点 も挙 げ られ る。例 えばK.N、 は1969年 、 「6月20日0.T.の 先生 が わ

た くした ちを病 人 だ とい う」 と批 判す るが(三 井絹子,9)府 中の リハ ビリは トップ レ

ベ ルであ り、機能 や体調 を回復 した者 も多か った。療護 施設 へ移 る府 中の障 害者 は

異 口 同音 に、府 中の長所 の一 つが リハ ビ リにあ っ た と証 言す る。 また当時 は重症心

身障害児 で思春 期後期 まで在宅 で生 きる例 は稀 であ り、重症心 身障 害 児の親 に は、

府 中 は 「理 想 の施設」 と映 った。 同 じ建物 の 階下 に住 んで衛 生局 に 「文句 ばか り言

う」 重度 身体 障害者 とは、入居 当初か ら施設 に期待 す る ものが 食 い違 ってい た。加

えて、府 中開所 に向 けて強 い影響力 を持 っ てい た東 京の全 日本 精神 薄弱者 育成 会 と

の意見 交換 も、皆 無 に近か った。

13)セ ンターで見 学者 か ら 「あ ら あの子 は私 た ちに 挨拶 したわ わか るの か しら」

と言 われた り、異動 で くる介護職 員が実 は重度 身体 障害 者の こ とを何 も知 らない人

で 、 コ ミュ ニ ケ ー シ ョンが で きる こ と に驚 か れ る とい っ た経 験 を してい る(志

野,1972a,51)。

14)清 瀬療護 園の この イン タビューは酒井 陽子 に よる。

15)青 い芝の 会 はケ ア(介 護)の 当事 者主体 を求め る運動 で あ った。 だが、脳性 ま ひの

横 塚 夫 人 は 「介 護者 へ の 手紙 」 で24時 間 他 者が 常住 す る こ とで、 終末 期 ケ ア(介

護〉 に関与 で きない悲 しみ を吐露 してい る(横 塚,139-140)。 ケア(介 護)の 関係性

の難 しさ を物 語 る例 であ る。

16)国 立 身体 障害者 更生指 導所 の障害 者運動 や 久留 米 園設立 を支 えた 中心 人物 、和 田医

師 も晩 年 、同様 の苦悩 の果 て に自殺 す る。 久留 米園 の運営 管理 に深 く関与 してい た

が 、清 瀬療 護 園 開所 後 にそ の施 設長 に就任 す る田 中豊 とは 、生 活施 設 観 や 、個 室

化 、小 規模療 護施 設等 をめ ぐって意見 を異 に した(和 田,1993,327-337)。

17)府 中 「闘 争」 の 中心 人物K.N.やM.S.が 同性 介護 を要求 す る以 上 、長 期 にケ ア(介

護)に 関 わる女性支援 者が いた(笠 間,1991)。 日野 の設立経 緯 につい ての関係 者へ

の インタ ビュ ーは今後 の課題 で ある(志 野,1976)。

18)こ こに至 る まで は他 の障害者 運動 も関 わ ってい た。特 に1970年 前後 の都の 重症心 身

障害 ・重 度精 神 薄弱の施 策 と、重度 身体 障害者 運動 との相 関性 は高 い。 しか し、 こ

の 間の 障害種 別 を超 えて 、促進 しあ う運動 力学 の全容 は タコ壺 的 な制 度化 の ため に

見 えに くい。
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19)1976年 、清 瀬療護 園開設 。定 員ioO名 に対 して2.5倍 の 申 し込 み。府 中 「闘争」 との絡

みで多摩 更生 園の入居者 数は50名 を割 って いた。知事 に対 して療 護施設増 設 と在宅

ケ アの要 望が 出 され、76年 度予算 で ケア付 き住 宅建 設の ための調査 費が計 上 され、

都 は76年7月19日 、第1回 ケア付 き住宅検 討会 を開催す る(東 京青 い芝 の会,1976a)。

検 討会 に出 され た東 京青 い芝の会 の 「ケ ア付 き住宅検 討 会提 出文書 」 は、68年 か ら

都議 会 に住宅 問題 請願 を出 していた実績 もあ って、4半 世紀 を経 た今 もなお、小規模

療護 施設 あ るい は在 宅 ケアへ の優 れ た提 言 とな ってい る。 ちなみに この段 階で東京

青 い 芝 の会 は、 「闘争 」 方 式 と一線 を画 して政 策提 言 を重 ん じる運動 方針 に転 換

し、生活 保護 で はない 、所得 保障 制度 の確立 に向 か う(東 京青 い芝の 会年 表)。

20)か たつ む りの家十 周年記 念誌 でK.N.の 「か たつ む りは義理 と人情 の世 界だ」 の発言

は、府 中 「闘争」 の系譜 の 自立生 活運動 の思想 の特徴 を如実 に示す(か たつ む りの

会,1993,76)。

21)1983年 に清 瀬療 護 園 で 開催 され る東 京 集会 「日米 障 害者 自立 生活 セ ミナー」 で、

「障害者 は障 害の専 門家」 との ア メ リカ人発言 が与 えた影響 力 は大 きい。 アメ リカ

の運動論 が 、 「障害 者 も働 き、税 を納 め、 良 きア メ リカ市民 になれ る」式 の論理 で

当局 に働 きか け るの に対 して、1983年 清瀬 の セ ミナーの 日本人参加 者 は脳性 マ ヒが

多 く、職 業的 自立 の点で 日米 間の相 違 を感 じた と異 口同音 に語 る。 だが 、1990年 に

なる とア メ リカ側 か ら 「す で にご承 知の こ とと思 い ます が、 ア メリカでは 自立生活

と働 くとい う こと とは イコー ルで はあ りませ ん。 自立 とは心 の持 ち方の問題 で、職

を持 た な くて は な らない とい うこ とで はあ りませ ん。 … しか し働 き始め て一定の収

入が得 られ る ようにな る と…政 府 の給 付が得 られ な くな ります。 その 人が よほ ど学

歴 や技 術 を身 につけ ていて高給 をと らない限 り、働 くことに よって、かえ って生活

が苫 し くな る危 険が あ ります」 との発言 も出 され(中 西,1991,85-86)、 最 重度 や高

齢 障害 者の 自立生 活の実態 が 日米 間で似 て いる こ とが確認 されてい る。

同 じ く1990年 時点 での ア メ リカ 自立生 活 セ ンターで の研 修用冊 子 に 日本 語訳 と し

て紹 介 され る 自立 の概 念 も、 「自立 とは相 対 的 な概 念 で、そ れぞれの人 が個人的 に

定めるものである。同様 に、自立生活の概念は非常に広範囲で、さまざまなレベル

での機能的な自立を包含する概念である。…ここで強調 しておかなければならない

のは、上述 したような意味あいにより、誰 もが完全な自立 を獲得で きるわけではな
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い とい うことであ る。 あ る ことに関 しては 自分 で決定 をで きない、あ るい は決 定 し

ようと しない 人 もい るであ ろ う。 その よ うな場 合、 その 人は限定 され た意味 での 自

立 生 Ω あ る い は'立 生'に と ど まる こ と に な る」(p.5。p.6)が 最 初 に訳 出 され て

いる(中 西,1991,5-6)。

22)福 祉六法を背景に60年 代後半から特殊教育教員養成 ・関連職種の制度や母子保健が

整備 され、70年 代には障害乳幼児の療育 ・指導システムが都市で普及 してい く。就

学猶予 ・免除の撤廃 と全員就学 を求める障害児教育運動論 も興隆する。同時 に 「親

亡 き後のために」施設入所 を切実 に求める家族の要望 も相次 ぎ、アメリカではすで

に批判 されていたコロニー政策が導入 され、母子心中などの例 を頻繁に出す ことで

マスコ ミもそれを支持 した。70年 代半ばはまだ各障害者運動間の連携は弱いが、革

新自治体ブームで出された上乗せ ・横出 し施策は継続 される。その結果、障害福祉

行政の機構や課題 も明確になってい く。

23)府 中 「闘争」方式の権利運動論が学校へ と拡張 される70年 代後半に、統合教育論争

の対立 を象徴 する事件が起 こる。東京都足立区での金井康治君転校 「闘争」(1977

-83)で ある。 しか し後年、25,6歳 になった金井 に、周囲の人が何 を一番 したいのか

と尋ねる と、 「死にたい」 と答えてお り、]998年 に30歳 で病気のために急死 してい

る。この間の経緯を、二 日市安(1950年 代末から青い芝の会会員であ り、60年 代の

国立身体障害者セ ンター 「闘争」や、70年 代の総評 と障害者運動 との連携 にも関わ

る人で、和 田博夫の障害者の自立観 を評価)は 、 「運動 の目標 を達成 した後 に個人

が どうい きるのかは、運動それ自体 とは別の問題で…それは、つねにむずか しい問

題です」 と、述懐 している(全 国自立生活セ ンター協議 会,2001,184-186)。

24)当 面は、資料収集 と運動記録の 「史実」の検討が必要。高度経済成長期の障害者の

権利運動論 は成果主義 に陥 りやす く、それが互いに共有 されるはずの理念や施策の

確認 を妨げて きた。近代主義的なオプテ ィミズム と、社会科学 としての成熟期が短

い 日本のマル クス主義は、奇妙に融合 し合いなが ら運動論 を形成する。後者 にはセ

ク トも介入 し、対立を煽 る 「解放」理論が横行。その典型が府中 「闘争」であ り、

大学に拠点 を持 てない学生運動家に格好の舞台 を提供 した。ケア(介 護)に 関心 を

もって参加 した若者 もいるが、目立つ勢力ではな く、そのためにこの 日本版 「新 し

い社会(福 祉)運 動」論は異端視 されやすかった。
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東 京 久 留 米 園(く る め 園)清 瀬 療 護 園 年 表

年号
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(s37)
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(538)

.,.

(s39)

欄
12.8東 京久留米園(園 長 田中寿美甥)開 設

東京都北多摩郡久留米町前の地に無認可で重度障害
・ 者の生活の暢として発足*

社会播祉法人認可申請*

毎月数名ずっ入居

一部肢体不自由者の機能鋤1糊始*

介護者と介護される者とが2人 部屋生活を開始*

6職 員に俸給*

救護施設の定員30名以上が最低基準の改正で50名

以上となる

10.6社 会福祉法人認可(厚 生省纈70号)*

性

　繋
藤
謬

鑑
　灘

…

西村英≒→駆生大臣の視察*

施毅認可の祝賀会開催

入所者組織として 「園生会』誕生*

入所定員30名、卿 ～28名*

2泊3日旅棚開始*

理事者から職員i繁団に労働条件に1蜀する問題提起*

久留米町役場から法《』こ助成金*

2名の枠外職員増員*

備考 ・コメン ト

*経 済的基盤は、当時国立身障センター心理櫓談員として勤務

する田中豊氏 個長の夫)の給料と障害者の生活保護法による

生活扶助7Co

後に発行される園の文躯 『波紋』 によると、園生に自由を

与え個々に責任を持たせる方針で上からの規闘ま1条もなか

った。

園長一家と4人の障害者で正月を越す。
*法 人許可まとらない方がよいと助言もあったが申請ずる。

*国 立身障センターのW医 師により、ギブス矯正や平行棒を使っ

た渤練が始まる。

*介護者の大半ば 国立身障センターでW医 師の手術を受け、そ

の後雇用先もないために久留米園に職艮として入る。

*食事代施設持ちで、職員「律月2000円の俸給で、夜間介護を含

むZ4時間拘束だった。

1年経っても電話がなく、下水もなく吸し㍉込みを掘って対応、難

儀する

暖房は食惣)だ るま石炭ストーブが主で、各利用者に夕方、豆炭

あんかが配られた。

★国立身障 センター 「闘争」19戯 ～1967

社会福祉法人認可申請に対し、都は 「あなた方が対象とする障

害者は都には多くはない」と主張したが、常時75名から2&名の

現員となる。

*50名定艮と木造から耐火構造にすることを条件に認可され、

IOA23日には設立登記が完了する。

◎重度障害者に社会の受け皿 ・法制度がなかったので救護施設

として出発する。

この頃からボランティア同好会が組織的に活動し始め、ボラ

ンティアと園生・職員との関函牲 が形成されていく。

*久留米園として重度障害者の生活の実態を訴える。

*『 波紋 月に寄せた 田中豊の文によると、園生の生は生徒の意

味 ではなく 「園で生活 する人とい う意味で」園生 と言 う。

*都 か らは,定 員 を50名 に、資金 を3分の1を持 ってやるの

で鉄筋に、の申 し渡 しが来ていた(『 波紋』に よる〉。

6月 より職員門律:1!!円 俸給、食K111円 自己負担 とな

る。

*初 めての旅行は千葉県富津晦岸《海 水浴に出魁 ナる。

各居室に家庭用石油ストーブが入り出す0

近隣住民の個人参加やグループによるボランティア活動が定着

し、清掃、歌の会、読書会が定期的に行われるようになる。

*給与を引き上げるか人員増虞をするのか問題提起があり、職

員集団は人員増をとる。
*財 政の窮伏を訴えて来たところ、ようやく助成金が出るよう

になる。 覧

*法 人と職員からの人件費の侍ち出しによる。
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鉄筋ブロック居室棟増設

入所定飾0名 、48名*

重度知的障害者の久所を園生会が拒否*

1職員による起床介護時、T園 生骨折*

「東京久留米園賛助会」発足*

3名の枠外職員増

職員の職目…分離*

入所者自治会結成(園生会は発展的解消)

腰痛問題深矧ヒ*

作業室謙集会室、洗濯室を増設

車椅子の1級障害者同士のカップルが誕生、結婚の

ため退園*

職員の福利厚生とし燃i蜘 削度に加入
B社労組東京支部久留米分会誕生

法人、職員による5名 の枠外職員増*

男性職員雇 用(同 °i"1の園長提案出され る*

中棟(管理櫟》鉄筋コンクリート改築完成

全撒 筋コンクリー トに改築*

6名の枠外職員増員

日社労組東京支部久留米分会公然化

新宿厚生年金会館で第1回お笑いチャリティ。フヱステ

イノ¥'ノレ開{崔*

退職共済制度に加入

(夜勤職員の半数が風邪をひいたため)労 働組合は介

護度の高い1人の園生に0時 帰宅を要請*

東京都より特別基準 麟 陶 で寮母3名 増員力二初

めて認められる*

KY.氏 入園

*5人部堅を四部屋で20名分増設したが、車椅子の生活には狭

く、二部屋が4人部屋となる。また定員z名減は財政上の理由

によるものでもあるが、この事態}カj・平への移転まで続く。

*全員会議を数回開いた後、最終的に受け入れる。この時の議

論が最重度者こそ手厚い援助を受けるべきであるとの主張へ

と繋がり、重度障喀者K氏 が一人部屋を使うことになる0
*園生会等で問題となったが、最終的に園生会の中で1園 生

の 「人の過ちを私睡は許せないものなのか」との発醤で、多

数の園生は許すとして終,息した。
*建物増設等による借入金の返済金魂保のために、ボランティ
アの協力で発足する0

まりも会通償創刊号発行

都、国に職員配置特B哩志準の必腰牲を訴える。

*施設がアパー トの部屋を借り上賦 四畳半に2人 の原則で職

員力牲むようになる。

*軽度身障者である職員が、重度身障者のケア(介護)をしてい

る場合も多く、腰痛その他の心頗 での状"_e['刻であった。

現場関係職員全員がコルセットを持っ。

頽陞 殴、まだ夜勤 ローテ ーション入 りか ら解放ならず

*親 と福 祉事務所 ケースワーカーの反対 を久留米園が責任を持

っか らと説得 したが、アノaト 探 しに も困aあ った。

★園G.T.氏 等が 「人間の生きる権利と自由はそれ自体として

尊ばれ…重い障害者こそ、この人間の生きる権利の最も端的

な生きた具現者である」とのテーゼをつくる。19T2年穣 ・芝
の会の迎動方針になる。

*事務員がケア(介 護)を せず事務業務に専念できる条件の臨

*園生の一部より反対が出て搬 耐議の結果、園長提案

受け入れられるが、この時点での男性雇用は縫立できず。

夜勤が寮母職だけでローテーション組めるようになり、調理儀

力触 立する。

★4A23日 、美膿部革新都政誕生(後 に小平市に移転する時、

美濃部都政の誕生が無かったら久留米園はとうにつぶれてい
ただろうと、田中豊氏はお別れ会の時に近隣の人1こ語る)

★ 「府中療育センター」開設

*浄化糟ができて トイレは全て水洗となり、集会室、洗濯室を

除く全棟がダクト暖房で各部屋の石油ストーブ解消される。

*落語入編券売り上げの70%が 施没に翫 借入金返済の「助

となる。数年前から漫談になり今日に至る。(平成12年で颯

*園生自治会は自宅に居られないからここに入所しているのだ

と反発6議 論の結果、園長が夜勤入りして帰宅解消、テレビ

に劣悪な社会福袖伏況として放映される。

*田中園長はこのころより美濃部都政に救護施股から身体障害

者施設への転換を要求しn、く。
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園生自治会、久留米分会と…期こ中央メーデーに参加*

厚生省、特別基準寮母ユ名を初めて認める

要望書」(ま りも会 ・田中寿美子

園長から)

園内に夫婦部屋が誕生*

東京救護部会(施 設長及び従事者)と都知事との対

話集会開催*

9.5園 生自治会、介護拒否宣言する*①

915寮 母4名と日社職阻東京支部幹部、並びに園長 ・田

中理事と団交*②

厚生省、特別基準1名 から5名を認める

121介 謹拒否をされていた4$の 寮母が退職*③

国糊1」基準5名 か ら6名 を認めるe

栄養士、都旗算により配置(国基準はso名以上)

7救 護施設から療護施設への転換が始まる*

都立民営の療護施殴設置について都知事に要請書提

出*

局長とまりも会理事会力≒会談

救護施設の入所者判定実施*

1.23「都立民営化 に伴 う計画(第 一次案)」(ま りも会側)*

8美 濃部都知事へ都立民営の要望書握出*

*車 椅子のメーデー参加が珍 しく新聞記事 やテ レビニ ュースの

一 コマ となる。

この頃の都重症施設の配置灘 よ1対1(島 田療育園の1対1

問題や、第二びわこ学園の職艮不足がマスコミや全国障害者問

題研究会等で取り上げられたことが背景にある)

* 士のカップルが誕生、結婚のため

北多摩郡久留米町から東久留米市と市政になる。

◎鳶一 本法成立

*東京救護部会側からの問題点は出せ宍こものの、都知事から何を

してくれというのだとの問いかけに、具体的提案が出ず、協議

を続行していくことになる。

*①数々の人権侵害があったとし、9月5日園生自治会が寮母略

を名指し、 「永久1介 護拒否宣言を出704名 の施設出入り

を拒否したこの箏件は、ケア(介 護)の 専門職性と職業倫理

を人権問題と連結させたものとして、社会福祉界で波紋を呼

ぷ、高沢武司著 『過渡期の社会福祉伏況』では労働者の権利

と介護揮否の問いかけとの乖離に雷及。テレビも取り上げた。

背景には、大学で活動拠点を失いつつあった学生運動家がポ
ランティに入り、園生自治会と共に障窓者の権創を主張し、

職員に自己捉判させようという政治的意図も伺える。

*②園長・田中理事は 「話し合いは必要だ、A寮母だって同じ

障害者じゃないカもあまり過激な行動は許さん」と、団交

前に説得』

『重度瞳審者rはい力斗こ生 きる力醤 小冊子発行

『波紋(倉 肝り号から六号までの集計号)』東京久留米園波紋文

集委員会発行

*③1月21日寮母達は 「退職するのも労働者の権穐 と言い残

しa』 介護拒否問題について他施設の職員聞では 「こん

なことは知;遅 れの施設なとでは、相手が問題意識をもち

にくいので数々ある」との反応もあった(田 中寿美子 「救

護護施設からの報告」一番ヶ瀬他著 『救護施設』p.711)。

★ 「多摩更生園」開設(6月)

*最重度障害者(常 時要介護者)が 身体障害者福祉法の中で対

象となり療護施設が設置される。

*最初は葉書大の 「都立民営化に伴う要望(案)」 が作られる。

*都知事の対話集会を受けて、東京都こ謝 牽審者福祉センター

は都内fT187名を勃定した結果 純伜な救護施設対象者は6%

であった。

*救護施設の限界もあって、まりも会の財政困難は深矧ヒして

いた。また医療中心ではない、生活モデルの施設づくりへの

要望も背景にあって、都立民営を求める声が高まる。

*E救 護施没東京久留米園を療護施設(都立民営)と身体障害

者授産施設(民 立民営)に発展させるための要望」(まりも

会理事長山田進弘・園長田中静美子)として、提出される。

他にも自治会から 「都立民営化についての要淘 、田中豊

から 「都立民営化にづいての、自治会の要求書をめぐり」が

出される。
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第」何地域バザーがひばリケ丘団地南、北集会所の

2ケ所で開催*

オイルショックで工事中断するも北棟2階 に会議室
・職員休憩室兼宿泊室の増設が完成

都特別基準(都加第 寮母3名 から4名配置が認め

られる

事務員、都加第こより2名配置が認められる

指導員、都加算により2名配置が認められる

田中豊氏を囲んで園生有志による学習会が毎週1回

羅

電躍庫椅子のモニター施設となる*

法人まりも会は、東京都が漸頼市に建設予定の痴護

施設のまりも会運営を(東 京久留米園生の生活環境

改善のため)東京都に要望*

園生自治会は、委託問題を積腫的に支持

国糊 嵯騰 名から7名が認められる

都特易1騨 名から10名が認められる
50名定員救護施設の寮母の最低_r_.MIf.名から

12名 に

ボランティア代表者会議關催

第コ回地域バザーが小学校体育舘1会 場で実施

5.23都 知事に漁頼療護園のまりも会委託要望書梶出*

日社労組東京支部}繍 幾施設民営化を支持表明*

園生自治会とくるめ園分会、漕瀬療護園のまりも会

委託を要請*

9.21大 坪部畏と肢体不自由児父母の会交渉*

10,3久 留米園園生自治会、都 側 と交渉

都立療護施設民営化について匹渚会議もたれる
・法人まりも会(民営化希望)

・くるめ園園生自治会(民営化希勤

・日社労組東京支部(民営化希望》

・自治労東京都民生局皮部(消極的反対)

第一f会 事業 ・ 社会福祉法

人まりも会に委託決定(身 条

の規定による身体障害麹療護施設)

陶芸釜が設置*

*「地域バザLの 開催iは 「棄京久留米園賛助会」fお 笑いチ

ャリティ・フェスティバル入場券売り」と共に 久留米園の

借入金返瀕 雪源として三本柱となって現在に至るe

*鈴相 2社

嶋田豊著、鳩の巣書房より『社会福祉労働者論旦が発碗鳴高

沢・一者 ヶ瀬等の発言と同様、久留米園介護拒否悶鯉撚契機

*自治労は民間委託は安上がり政策になると反対』日社労組棄

京支部は検討、久留米園分会は委託を強力に進める方針を出

す。

*f市 内に建設中の療謹施設の運営についての要望』(ま

りも会理事長山田進弘 田中寿美子園長から)と して提出さ

れる。

これ以外にも美濃部都知事宛に要望書力竃幾つか出される。
・ 「都立都営か都立民営力斗こついて」

・ 「早急に都立民営療護施設を」(自治会長山科賢一う

・ 「清瀬療護施設に関する要望書」(園生自治会長山上動

*安上がり政策にさせないことを前提条件とする。

*重 度障害者の生命の安全と人間らしい生活を求めるとして、

東京都福祉局障繭福祉部長に会見している。

*その経緯を田中.0「 。

*職員の古材による手造りの小屋に設置される
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1976

(s51)

1977

(s52)

1978

(s53)

4清 瀬療護風 開設*

4班 こわかれて 「事業計画」の検討

0

《
げ

6

8

9

1

11

is

受け入れ人数8D名に決定*

居住者入園開始

第い回納涼大会。

2班体制に移行(第 ト回職員会議》

入所再開決定(運 営会議)

勤務時間・ロ0テーションの確定

職業病の顕在北

地域自治会 「さっき会」からの申し入れ*

居住者自治会による定数闘争*

入所1倭 員会発足e

公傷制度の発足(職 業病者出勤扱い、治慶費の保証

等)・運営会議

纂一回クリスマス会。

入浴が週2回 実施される。*

「日当たり」を憩 鯉 動を展開する*

う
●

4

《
》

7
・

8

0

1

0
ノ

ー

-

「入所特別委員会」答申(80名受け入れ)

第1回 花見会。

第2回 全療協大会参加

日福大夏期講座研修

入所の受けスれに対する職員投票
ピロティにプール設置 ・

入所問題で、在宅訪問の具体的方針を職員会議ぶ決定

居住渚'自治会(定 数50名以下の対園要求)

入所再開に反対する園生と職員の連絡会議

第1回 居住者旅行(修 善寺)

定数に関する都回答で、都職員配置基準がi対1.25とされ

る

9第1回 関プロ職員研修会参加

12職 員健康診断(職 業騨り

餅つき大会

《U

2

う
4

1

麗

卿

醐

-

〈

1980

(s55)

日用品点数制度スタート

クッキングテーブル 《鍋物)

第1回 職員旅行(グ ループ別》

お好み外注の実施(夕 食)

プrル搬去

入所施設の栄養士国差遡が40名以上に1人 となる*

2

4

7

9

1・2瑳 相 互理解と協力(女 性)

顧 特殊健摩診断の実施

長野県 「梓荘」交換研修

野外昼食会(運 動会)

1.16「 都案についてのまりも会案」(社会福祉法人まりも会か

ら)

1,20ま りも会理事長へ 「要求嘗」(日 本社会福祉労働集咀合東京

支部久留米園分会長㈱ ・ら)

zs都 職労民政局支部へ 「清瀬簾護施設並ひ略こ低肺機能後保護

施設の民営委託に対する見解と提案(久留米園園生自治会から)

を

重度身

支援)との合築により蹴 管理を社会福祉法人に依託』

東京久留米園よりは18名の園生と転属希望職員9名力概

*実際は少数運営を志向し入所者30名で実施するも、12月の

職員のボーナス分割払いとなり、数ヶ月で施設小規模化の夢

は破れ,る。ノJ・規禎療護施設構想の挫折から定数闘争運動へ6

*居住者の外出制限撤廃等

*居住者書漁 名だったが、将来定数50名の対園要求をする。

*よ うや く最 低 基/ニYf.;守 で き る こ とにな る。

*居室に隣接して2階 建てアパー トが建つことで、日当たりが

悪くなるので、 「日当たり」をかえせ迎動を展開して各関係

機関に訴える。±地代として初めて都より貸付がなり、土地

を購入してアパートを撤去する。

園生のM氏 が、学校教育が受けたいと東久留米市教育委員会に

要望運動を起こ坑

この年、電麟庫埼子、補装具給付斌象となる。

*それまでは80名以上に1人
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io リフ トバス納車

3.26ア メ リカの 自立生活運軌家を招いて 「3.2b障害者 自

立生活 セミナー」を開催

自治会室の設置

東京久留米園の老朽化のため移転計画が生じる。地域

のボランティア団体が 「移転 しないで」と。*

3人部屋解消(冬)

居住者権利宣言 伯治会より)

東京久留米園が東久留米市から!」・平市《移転

くるめ園と名称変更

★7月 「八王子自立ホーム」開醜 全国初の重度障容者のケア

朧

★7月 「日野療護園」開設

府中療育センターの障酵者と都の間で1974年(S.49)6月、覚書

が交わされる。1977年3月から18回の身体障害者療護施設建設

委員会が開力癒 「葡 、芝の会」など各種障害諸団体代表も参

加、19き1鱒月から準備に入り、府中療育センターから14名の

購

*ボランティア団体が、市に陳情したり、土地購入運動を展開。

三大新聞が住民の施設建設反対はある力玉、施設をなくさない

でという市民運動は珍しいと;0久 留米園が近隣団地の住民

と親和的な関係を郷 ・でいた証左である。

★1986年11月 身 「麦の家1、 山梨県に開臨

田中豊の下で働いていた職 員が 「麦の家1に 移 り、す ぐさま

施設を出て自立生活 を始 める こ とを数 人 に勧 める。 台東

区ILセ ンター 代 表 を務 め る女性 障害者K.T.も そ の一 人。

※1975年 までの詳しい月日は酒井陽子が継続調査中。本年表作成は岡田英己子 ・藤島ミエ子による。
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